
        議     案     目     次 

 

第 ９３号議案 教育委員会の委員の任命について 

第 ９４号議案 人権擁護委員の候補者の推薦について 

第 ９５号議案 令和５年度長崎市一般会計補正予算（第６号） 

第 ９６号議案 令和５年度長崎市国民健康保険事業特別会計補正予算（

第２号） 

第 ９７号議案 令和５年度長崎市介護保険事業特別会計補正予算（第１

号） 

第 ９８号議案 令和４年度長崎市水道事業会計決算 

第 ９９号議案 令和４年度長崎市下水道事業会計決算 

第１００号議案 長崎市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例 

第１０１号議案 長崎市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び

運営に関する基準等を定める条例 

第１０２号議案 長崎市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定

める条例 

第１０３号議案 長崎市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関す

る基準等を定める条例 

第１０４号議案 長崎市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関

する基準等を定める条例 

第１０５号議案 長崎市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定め

る条例 

第１０６号議案 長崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例 
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第１０７号議案 長崎市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設

備及び運営に関する基準を定める条例 

第１０８号議案 長崎市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認

定の要件を定める条例 

第１０９号議案 長崎市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する

基準を定める条例 

第１１０号議案 長崎市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を

定める条例 

第１１１号議案 長崎市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定

める条例 

第１１２号議案 長崎市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準

を定める条例 

第１１３号議案 長崎市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定

める条例 

第１１４号議案 長崎市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める

条例 

第１１５号議案 長崎市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基

準を定める条例 

第１１６号議案 長崎市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関

する基準等を定める条例 

第１１７号議案 長崎市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運

営に関する基準を定める条例 

第１１８号議案 長崎市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に

関する基準を定める条例 

第１１９号議案 長崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営
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に関する基準等を定める条例 

第１２０号議案 長崎市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関す

る基準等を定める条例 

第１２１号議案 長崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び

運営に関する基準等を定める条例 

第１２２号議案 長崎市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基

準を定める条例 

第１２３号議案 長崎市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び

運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のた

めの効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例 

第１２４号議案 長崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、

設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに

係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

等を定める条例 

第１２５号議案 長崎市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに

指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準等を定める条例 

第１２６号議案 長崎市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関

する基準を定める条例 

第１２７号議案 長崎市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定

める条例 

第１２８号議案 長崎市保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条

例 

第１２９号議案 災害派遣手当等に関する条例の一部を改正する条例 

第１３０号議案 督促手数料の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例 
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第１３１号議案 長崎市手数料条例の一部を改正する条例 

第１３２号議案 長崎市旅館業法施行条例の一部を改正する条例 

第１３３号議案 長崎市空家等対策の推進に関する条例及び長崎市老朽危

険空家等を除却した土地に係る納税義務者の固定資産税

の減免に関する条例の一部を改正する条例 

第１３４号議案 長崎市火災予防条例の一部を改正する条例 

第１３５号議案 財産の取得について 

第１３６号議案 工事の請負契約の締結について 

第１３７号議案 工事の請負契約の締結について 

第１３８号議案 工事の請負契約の締結について 

第１３９号議案 工事の請負契約の一部変更について 

第１４０号議案 （仮称）長崎市中部学校給食センター整備運営事業に係

る契約の締結について 

第 ２４号報告 令和４年度長崎市一般会計継続費精算報告書 

第 ２５号報告 令和４年度長崎市水道事業会計継続費精算報告書 

第 ２６号報告 令和４年度長崎市下水道事業会計継続費精算報告書 

第 ２７号報告 専決処分の報告について 

第 ２８号報告 専決処分の報告について 

第 ２９号報告 専決処分の報告について 

第 ３０号報告 専決処分の報告について 

（備考） 

 第９３号議案及び第９４号議案 発送遅延 

  第９５号議案から第９９号議案まで及び第２４号報告から第２６号報告

まで 別冊 
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第１００号議案 

   長崎市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める

条例 

  長崎市障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２５年長崎市条例第６号）の全部を改正する。 

 （趣旨） 

 第１条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第８０

条第１項の規定に基づき、本市における障害福祉サービス事業の設備及

び運営に関する基準を定めるものとする。 

  （定義） 

 第２条 この条例における用語の意義は、法及び障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害福祉サービス事業の

設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７４号。以下

「省令」という。）の定めるところによる。 

  （障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準） 

 第３条 次条に定めるもののほか、法第８０条第１項の規定により条例で

定める障害福祉サービス事業の設備及び運営に関する基準は、省令に定 

める基準（省令の改正に際し定められた経過措置に規定する基準を含む。 

）とする。

  （暴力団員等の排除） 

 第４条 療養介護事業者（その者が法人であるときは、その役員をいう。

以下同じ。）及び療養介護事業所の管理者は、長崎市暴力団排除条例（ 

  平成２４年長崎市条例第５９号）第１２条に規定する暴力団員又は暴力
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団関係者（以下「暴力団員等」という。）であってはならない。 

 ２ 療養介護事業者は、長崎市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴

力団又は暴力団員等を利することのないようにしなければならない。 

 ３ 前２項の規定は、次に掲げる事業について準用する。 

  ⑴ 生活介護の事業 

  ⑵ 自立訓練（機能訓練）の事業 

  ⑶ 自立訓練（生活訓練）の事業 

  ⑷ 就労移行支援の事業 

  ⑸ 就労継続支援Ａ型の事業 

  ⑹ 就労継続支援Ｂ型の事業 

  （委任） 

 第５条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

    附 則 

  この条例は、公布の日から施行する。 

   令和５年９月１日提出 

                   長崎市長  鈴 木 史 朗 

 

    理 由 

  本市独自の基準の明確化及び職員の事務の効率化を図るため、障害福祉

サービス事業の設備及び運営に関する基準に係る条例の規定形式を見直し

たいので、この条例案を提出する。 
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第１０１号議案 

   長崎市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関す

る基準等を定める条例 

  長崎市指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基

準等を定める条例（平成２５年長崎市条例第４号）の全部を改正する。 

 （趣旨） 

 第１条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第３０

条第１項第２号イ、第３６条第３項第１号、第４１条の２第１項第１号

及び第２号並びに第４３条第１項及び第２項の規定に基づき、本市にお

ける指定障害福祉サービス事業者の指定に係る申請者の要件並びに指定

障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準を定める

ものとする。 

  （定義） 

 第２条 この条例における用語の意義は、法及び障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの

事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第

１７１号。以下「省令」という。）の定めるところによる。 

  （申請者の要件） 

 第３条 法第３６条第３項第１号の条例で定める者は、役員が長崎市暴力

団排除条例（平成２４年長崎市条例第５９号）第１２条に規定する暴力

団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）でない法人とす

る。ただし、療養介護に係る指定又は短期入所（病院又は診療所により

行われるものに限る。）に係る指定の申請にあっては、当該法人及び法
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人でない者であって暴力団員等でないものとする。 

  （指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準） 

 第４条 次条及び第６条に定めるもののほか、法第３０条第１項第２号イ、

第４１条の２第１項第１号及び第２号並びに第４３条第１項及び第２項

の規定により条例で定める指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備

及び運営に関する基準は、省令に定める基準（省令第２０６条の８第２

項に規定する基準を除き、省令の改正に際し定められた経過措置に規定

する基準を含む。）とする。 

 ２ 前項の場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
 

省令第９３条の

５ 

第９３条 第８４条、第９１条及び

第９３条 

準用する 準用する。この場合にお

いて、第７７条中「、創

作的活動又は生産活動の

機会の提供その他の便宜 

」とあるのは、「その他

の便宜」とする 

省令第１６２条

の４ 

第９２条まで 第９０条まで、第９２条 

第１６２条 第１６１条及び第１６２

条 

省令第１７１条

の４ 

第９２条まで 第９０条まで、第９２条 

第１６０条、第１６１条 第１６０条 

省令第２１０条 ならない ならない。ただし、市長 
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第１項  が特に必要があると認め

るときは、指定共同生活

援助に係る共同生活住居 

は、当該地域にあり、か

つ、入所施設又は病院の

敷地内にある独立した建

物とすることができる 

省令第２１３条

の６第１項 

ならない ならない。ただし、市長

が特に必要があると認め

るときは、日中サービス

支援型指定共同生活援助

に係る共同生活住居は、

当該地域にあり、かつ、

入所施設又は病院の敷地

内にある独立した建物と

することができる 
 

  （暴力団員等の排除） 

 第５条 指定居宅介護事業所の管理者は、暴力団員等であってはならない。 

 ２ 指定居宅介護事業者は、長崎市暴力団排除条例第２条第１号に規定す

る暴力団又は暴力団員等を利することのないようにしなければならない。 

 ３ 前２項の規定は、次に掲げる事業について準用する。 

  ⑴ 重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る指定障害福祉サービス

の事業 

  ⑵ 共生型居宅介護及び共生型重度訪問介護の事業 
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    ⑶  基準該当居宅介護の事業 

    ⑷  重度訪問介護、同行援護及び行動援護に係る基準該当障害福祉サー

ビスの事業 

    ⑸  指定療養介護の事業 

    ⑹  指定生活介護の事業 

  ⑺  共生型生活介護の事業 

    ⑻  指定短期入所の事業 

    ⑼  共生型短期入所の事業 

    ⑽  指定重度障害者等包括支援の事業 

    ⑾  指定自立訓練（機能訓練）の事業 

    ⑿  共生型自立訓練（機能訓練）の事業 

    ⒀  指定自立訓練（生活訓練）の事業 

    ⒁  共生型自立訓練（生活訓練）の事業 

    ⒂  指定就労移行支援の事業 

    ⒃  指定就労継続支援Ａ型の事業 

    ⒄  指定就労継続支援Ｂ型の事業 

    ⒅  基準該当就労継続支援Ｂ型の事業 

    ⒆  指定就労定着支援の事業 

    ⒇  指定自立生活援助の事業 

    (21)  指定共同生活援助の事業 

    (22)  日中サービス支援型指定共同生活援助の事業 

    (23)  外部サービス利用型指定共同生活援助の事業 

    (24)  特定基準該当障害福祉サービスの事業 

    （職場への定着のための支援等の実施） 

  第６条  指定就労定着支援事業者は、利用者に対して、次の各号に定める
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期間の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより、省令第２

０６条の８第１項の支援を提供しなければならない。 

  ⑴ 就労定着支援の提供を開始した日から１月以内 次のとおりとする。 

   ア １回以上、当該利用者に対して対面又はテレビ電話装置等を用い

る方法その他の対面に相当する方法により行うとともに、１回以上、

当該利用者に対して電話等により行うよう努めること。 

   イ １回以上、当該利用者を雇用した通常の事業所の事業主を訪問す

ることにより当該利用者の職場での状況を把握するよう努めるとと

もに、１回以上、当該事業主に対し電話等により当該利用者の職場

での状況を把握するよう努めること。 

  ⑵ 前号の期間以外の期間 １月に１回以上、当該利用者に対して対面

又はテレビ電話装置等を用いる方法その他の対面に相当する方法によ

り行うとともに、１月に１回以上、当該利用者を雇用した通常の事業

所の事業主を訪問することにより当該利用者の職場での状況を把握す

るよう努めること。 

  （委任） 

 第７条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

    附 則 

  この条例は、公布の日から施行する。 

   令和５年９月１日提出 

                   長崎市長  鈴 木 史 朗 

 

    理 由 

  次の理由により、この条例案を提出する。 
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１ 本市独自の基準の明確化及び職員の事務の効率化を図るため、指定障

害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準等に係る条

例の規定形式を見直したい。 

２ 共生型居宅介護及び共生型重度訪問介護の事業の連絡調整に対する協

力に係る基準等を見直したい。 
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第１０２号議案 

   長崎市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 

  長崎市障害者支援施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２５年長崎市条例第９号）の全部を改正する。 

 （趣旨） 

 第１条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第８４

条第１項の規定に基づき、本市における障害者支援施設の設備及び運営

に関する基準を定めるものとする。 

  （定義） 

 第２条 この条例における用語の意義は、法及び障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律に基づく障害者支援施設の設備及

び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７７号。以下「省令 

  」という。）の定めるところによる。 

  （障害者支援施設の設備及び運営に関する基準） 

 第３条 次条から第６条までに定めるもののほか、法第８４条第１項の規

定により条例で定める障害者支援施設の設備及び運営に関する基準は、

省令に定める基準（省令第１０条第２項第６号に規定する基準を除き、

省令の改正に際し定められた経過措置に規定する基準を含む。）とする。 

  （暴力団員等の排除） 

 第４条 障害者支援施設の設置者（その者が法人であるときは、その役員 

  ）及び施設長は、長崎市暴力団排除条例（平成２４年長崎市条例第５９

号）第１２条に規定する暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等 

  」という。）であってはならない。 
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 ２ 障害者支援施設は、長崎市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴

力団又は暴力団員等を利することのないようにしなければならない。 

（便所の基準） 

 第５条 障害者支援施設の便所の基準は、次のとおりとする。 

  ⑴ 居室のある階ごとに設けること。 

  ⑵ 利用者の特性に応じたものであること。 

  ⑶ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

  （歯科検診） 

 第６条 障害者支援施設は、施設入所支援の利用者について、毎年定期に

歯科検診を行うよう努めなければならない。 

  （委任） 

 第７条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

    附 則 

（施行期日） 

 １ この条例は、公布の日から施行する。 

（経過措置） 

 ２ この条例の施行の際現に存する障害者支援施設のうち平成２５年４月

１日前から引き続き存するものにおいて施設障害福祉サービスを提供す

る場合におけるこの施設の建物（同日において基本的な設備が完成して

いたものを含み、同日後に増築され、又は改築される等により建物の構

造を変更したものを除く。）については、当分の間、第５条第３号に規

定するブザー又はこれに代わる設備を設けないことができる。 

   令和５年９月１日提出 

                   長崎市長  鈴 木 史 朗 
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    理 由 

  本市独自の基準の明確化及び職員の事務の効率化を図るため、障害者支

援施設の設備及び運営に関する基準に係る条例の規定形式を見直したいの

で、この条例案を提出する。 
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第１０３号議案 

   長崎市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を

定める条例 

  長崎市指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

る条例（平成２５年長崎市条例第５号）の全部を改正する。 

 （趣旨） 

 第１条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第３８

条第３項において準用する第３６条第３項第１号並びに第４４条第１項

及び第２項の規定に基づき、本市における指定障害者支援施設の指定に

係る申請者の要件並びに人員、設備及び運営に関する基準を定めるもの

とする。 

  （定義） 

 第２条 この条例における用語の意義は、法及び障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害者支援施設等の

人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７２号。

以下「省令」という。）の定めるところによる。 

  （申請者の要件） 

 第３条 法第３８条第３項において準用する法第３６条第３項第１号の条

例で定める者は、役員が長崎市暴力団排除条例（平成２４年長崎市条例

第５９号）第１２条に規定する暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力

団員等」という。）でない法人とする。 

  （指定障害者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準） 

 第４条 次条から第７条までに定めるもののほか、法第４４条第１項及び
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第２項の規定により条例で定める指定障害者支援施設の人員、設備及び

運営に関する基準は、省令に定める基準（省令第６条第２項第６号に規

定する基準を除き、省令の改正に際し定められた経過措置に規定する基

準を含む。）とする。 

  （暴力団員等の排除） 

 第５条 指定障害者支援施設の管理者は、暴力団員等であってはならない。 

 ２ 指定障害者支援施設は、長崎市暴力団排除条例第２条第１号に規定す

る暴力団又は暴力団員等を利することのないようにしなければならない。 

  （便所の基準） 

 第６条 指定障害者支援施設の便所の基準は、次のとおりとする。 

  ⑴ 居室のある階ごとに設けること。 

  ⑵ 利用者の特性に応じたものであること。 

  ⑶ ブザー又はこれに代わる設備を設けること。 

  （歯科検診） 

 第７条 指定障害者支援施設は、施設入所支援の利用者について、毎年定

期に歯科検診を行うよう努めなければならない。 

  （委任） 

 第８条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

    附 則 

  （施行期日） 

１ この条例は、公布の日から施行する。 

  （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に存する指定障害者支援施設のうち平成２５年

４月１日前から引き続き存するものにおいて施設障害福祉サービスを提

供する場合におけるこの施設の建物（同日において基本的な設備が完成
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していたものを含み、同日後に増築され、又は改築される等により建物

の構造を変更したものを除く。）については、当分の間、第６条第３号

に規定するブザー又はこれに代わる設備を設けないことができる。 

   令和５年９月１日提出 

                   長崎市長  鈴 木 史 朗 

 

    理 由 

  本市独自の基準の明確化及び職員の事務の効率化を図るため、指定障害

者支援施設の人員、設備及び運営に関する基準等に係る条例の規定形式を

見直したいので、この条例案を提出する。 
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第１０４号議案 

   長崎市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例 

  長崎市指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等を定

める条例（令和元年長崎市条例第８０号）の全部を改正する。 

 （趣旨） 

 第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法 

  」という。）第２１条の５の４第１項第２号、第２１条の５の１５第３

項第１号（法第２１条の５の１６第４項において準用する場合を含む。

以下同じ 。）、 第２１条の５の１７第１項第１号及び第２号並びに第２

１条の５の１９第１項及び第２項の規定に基づき、本市における指定障

害児通所支援事業者の指定に係る申請者の要件並びに指定通所支援の事

業等の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 

  （定義） 

 第２条 この条例における用語の意義は、法及び児童福祉法に基づく指定

通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準（平成２４年厚生

労働省令第１５号。以下「省令」という。）の定めるところによる。 

  （申請者の要件） 

 第３条 法第２１条の５の１５第３項第１号の条例で定める者は、役員が

長崎市暴力団排除条例（平成２４年長崎市条例第５９号）第１２条に規

定する暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）でな

い法人とする。 

  （指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準） 

 第４条 次条から第７条までに定めるもののほか、法第２１条の５の４第
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１項第２号、第２１条の５の１７第１項第１号及び第２号並びに第２１

条の５の１９第１項及び第２項の規定により条例で定める指定通所支援

の事業等の人員、設備及び運営に関する基準は、省令に定める基準（省

令の改正に際し定められた経過措置に規定する基準を含む。）とする。 

  （暴力団員等の排除） 

 第５条 指定児童発達支援事業所の管理者は、暴力団員等であってはなら

ない。 

 ２ 指定児童発達支援事業者は、長崎市暴力団排除条例第２条第１号に規

定する暴力団又は暴力団員等を利することのないようにしなければなら

ない。 

 ３ 前２項の規定は、次に掲げる事業について準用する。 

  ⑴ 共生型児童発達支援の事業 

  ⑵ 基準該当児童発達支援の事業 

  ⑶ 指定医療型児童発達支援の事業 

  ⑷ 指定放課後等デイサービスの事業 

  ⑸ 共生型放課後等デイサービスの事業 

  ⑹ 基準該当放課後等デイサービスの事業 

  ⑺ 指定居宅訪問型児童発達支援の事業 

  ⑻ 指定保育所等訪問支援の事業 

  （地産地消） 

 第６条 指定児童発達支援事業所（児童発達支援センターであるものに限

る。）における障害児への食事の提供に当たっては、地域で生産された

農林水産物及びこれらを地域で加工した食品を積極的に利用するよう努

めるものとする。 

 ２ 前項の規定は、前条第３項第１号及び第３号の事業について準用する。 
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  （服薬管理） 

 第７条 指定児童発達支援事業者は、障害児に対して服薬の管理を行う場

合は、服薬の管理に関する手引書を作成しなければならない。 

 ２ 前項の規定は、第５条第３項各号（第７号及び第８号を除く。）に掲

げる事業について準用する。 

  （委任） 

 第８条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

    附 則 

  この条例は、公布の日から施行する。 

   令和５年９月１日提出 

                   長崎市長  鈴 木 史 朗 

 

    理 由 

  本市独自の基準の明確化及び職員の事務の効率化を図るため、指定通所

支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等に係る条例の規定形式

を見直したいのと、その他所要の整備をしたいので、この条例案を提出す

る。 
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第１０５号議案 

   長崎市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 

  長崎市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２

４年長崎市条例第４４号）の全部を改正する。 

 （趣旨） 

 第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法 

  」という。）第４５条第１項の規定に基づき、本市における児童福祉施

設の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 

  （定義） 

 第２条 この条例における用語の意義は、法及び児童福祉施設の設備及び

運営に関する基準（昭和２３年厚生省令第６３号。以下「府令」という。

）の定めるところによる。 

  （児童福祉施設の設備及び運営に関する基準） 

 第３条 次条から第８条までに定めるもののほか、法第４５条第１項の規

定により条例で定める児童福祉施設の設備及び運営に関する基準は、府

令に定める基準（府令の改正に際し定められた経過措置に規定する基準

を含む。）とする。 

 ２ 前項の場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

 

府令第６条第

２項 

前項の訓練のうち、避難及

び消火に対する訓練は、少

なくとも毎月１回は、これ

を 

児童福祉施設（助産施設を

除く。）は、非常災害に対

する避難訓練及び消火訓練

を、少なくとも毎月１回 
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府令第１２条

第１項 

児童厚生施設及び児童家庭

支援センターを除く。第４

項を除き、 

助産施設を除く。 

府令第１２条

第３項 

助産の実施、母子保護 母子保護 

府令第１２条

第４項 

につき、綿密な注意を払わ

なければ 

について綿密な注意を払う

とともに、当該調理する者

に対し毎月１回以上の検便

を行わなければ 
  

   （暴力団員等の排除） 

 第４条 児童福祉施設の設置者（その者が法人であるときは、その役員）

及び児童福祉施設の長は、長崎市暴力団排除条例（平成２４年長崎市条

例第５９号）第１２条に規定する暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴

力団員等」という。）であってはならない。 

 ２ 児童福祉施設は、長崎市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力

団又は暴力団員等を利することのないようにしなければならない。 

  （配偶者からの暴力等による被害者への支援） 

 第５条 母子生活支援施設の長は、配偶者からの暴力を受けたこと等の理

由により入所した母子の安全確保のための必要な措置を講ずるよう努め

なければならない。 

 ２ 母子生活支援施設の長は、前項の母子に対し適切な支援を行うよう努

めなければならない。 

  （嘱託歯科医） 

 第６条 府令第３３条第１項に規定するもののほか、保育所は、嘱託歯科

－ 24 －



医を置くよう努めなければならない。 

  （保護者への説明） 

 第７条 保育所の長は、入所した乳幼児の保護者に対し、当該保育所の保

育方針について説明しなければならない。 

  （小学校との連携） 

 第８条 保育所の長は、小学校と連携し、入所している児童の発達及び学

びの連続性を確保するよう努めなければならない。 

  （委任） 

 第９条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

    附 則 

  この条例は、公布の日から施行する。 

   令和５年９月１日提出 

                   長崎市長  鈴 木 史 朗 

 

    理 由 

  本市独自の基準の明確化及び職員の事務の効率化を図るため、児童福祉

施設の設備及び運営に関する基準に係る条例の規定形式を見直したいので、

この条例案を提出する。 
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第１０６号議案 

   長崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例 

  長崎市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準

を定める条例（平成２６年長崎市条例第３９号）の全部を改正する。 

 （趣旨） 

 第１条 この条例は、子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号。

以下「法」という。）第３４条第２項及び第４６条第２項の規定に基づ

き、本市における特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に

関する基準を定めるものとする。 

  （定義） 

 第２条 この条例における用語の意義は、法及び特定教育・保育施設及び

特定地域型保育事業並びに特定子ども・子育て支援施設等の運営に関す

る基準（平成２６年内閣府令第３９号。以下「府令」という。）の定め

るところによる。 

  （特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準） 

 第３条 次条及び第５条に定めるもののほか、法第３４条第２項及び第４

６条第２項の規定により条例で定める特定教育・保育施設及び特定地域

型保育事業の運営に関する基準は、府令に定める基準（府令第１３条第

４項に規定する基準を除き、府令の改正に際し定められた経過措置に規

定する基準を含む。）とする。 

 ２ 前項の場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。
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府令第５条 第１３条 第１３条（第４項を除く。 

）の規定及び長崎市特定教

育・保育施設及び特定地域

型保育事業の運営に関する

基準を定める条例（令和５

年長崎市条例第  号。以

下「条例」という。）第５

条 

府令第１３条 前４項 第１項から第３項まで及び 

第５項  条例第５条 

府令第１３条

第６項 

第４項 条例第５条 

府令第１３条

第６項ただし

書 

第４項 同条 

府令第２０条

第５号 

第１３条 第１３条（第４項を除く。 

）の規定及び条例第５条 

府令第３５条

第３項 

及び第７条第２項 、第７条第２項及び第１３

条第４項 

 ）の規定 ）の規定及び条例第５条の

規定 

 同条第４項第３号ロ⑴ 条例第５条第３号イ (ア) 

 同号ロ⑵ 同イ (イ) 

 含む。 含む。）」と、同号ウ中「 
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  満３歳以上教育・保育給付

認定子ども」とあるのは「 

満３歳以上教育・保育給付

認定子ども（特別利用保育

を受ける者を含む。 

  

  

府令第３６条

第３項 

及び第７条第２項 、第７条第２項及び第１３

条第４項 

 ）の規定 ）の規定及び条例第５条の

規定 

 同条第４項第３号ロ⑴ 条例第５条第３号イ (ア) 

 同号ロ⑵ 同イ (イ) 

 除く。 除く。）」と、同号ウ中「 

満３歳以上教育・保育給付

認定子ども」とあるのは「 

満３歳以上教育・保育給付

認定子ども（特別利用教育

を受ける者を含む。 

府令第５１条

第３項及び第

５２条第３項 

第１３条第４項第３号イ

又はロ 

条例第５条第３号ア、イ又

はウ 

  

  （暴力団員等の排除） 

 第４条 特定教育・保育施設の設置者の役員及び管理者は、長崎市暴力団

排除条例（平成２４年長崎市条例第５９号）第１２条に規定する暴力団

員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）であってはならな
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い。 

 ２ 特定教育・保育施設は、長崎市暴力団排除条例第２条第１号に規定す

る暴力団又は暴力団員等を利することのないようにしなければならない。 

 ３ 前２項の規定は、特定地域型保育事業者、特定地域型保育事業所及び

特定地域型保育について準用する。 

  （利用者負担額等の受領） 

 第５条 特定教育・保育施設は、府令第１３条第１項から第３項までの支

払を受ける額のほか、特定教育・保育において提供される便宜に要する

費用のうち、次に掲げる費用の額の支払を教育・保育給付認定保護者か

ら受けることができる。 

  ⑴ 日用品、文房具その他の特定教育・保育に必要な物品の購入に要す

る費用 

  ⑵ 特定教育・保育等に係る行事への参加に要する費用 

  ⑶ 食事の提供（次に掲げるものを除く。）に要する費用 

ア 次の(ア)又は(イ)に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子どものう

ち、その教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保

護者と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額がそれ

ぞれ(ア)又は(イ)に定める金額未満であるものに対する副食の提供 

 (ア) 法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育 

  ・保育給付認定子ども ７7,１０１円 

 (イ) 法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育 

  ・保育給付認定子ども（特定満３歳以上保育認定子どもを除く。

イ(イ)において同じ。） ５7,７００円（特定教育・保育給付認定

保護者にあっては、７7,１０１円） 

イ 次の(ア)又は(イ)に掲げる満３歳以上教育・保育給付認定子どものう
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ち、負担額算定基準子ども又は小学校第３学年修了前子ども（小学

校、義務教育学校の前期課程又は特別支援学校の小学部の第１学年

から第３学年までに在籍する子どもをいう。以下同じ。）が同一の

世帯に３人以上いる場合にそれぞれ(ア)又は(イ)に定める者に該当する

ものに対する副食の提供（アに該当するものを除く。） 

 (ア) 法第１９条第１号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育 

  ・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども又は小学校第３学

年修了前子ども（そのうち最年長者及び２番目の年長者である者

を除く。）である者 

 (イ) 法第１９条第２号に掲げる小学校就学前子どもに該当する教育 

  ・保育給付認定子ども 負担額算定基準子ども（そのうち最年長

者及び２番目の年長者である者を除く。）である者 

ウ 負担額算定基準子どもであって、かつ、次のいずれにも該当する

第３子以降の特定被監護者等（子ども・子育て支援法施行令（平成

２６年政令第２１３号）第１４条に規定する特定被監護者等をいう。

以下同じ。）である満３歳以上教育・保育給付認定子どもに対する

副食の提供（ア又はイに該当するものを除く。） 

 (ア) 教育・保育給付認定保護者及び当該教育・保育給付認定保護者

と同一の世帯に属する者に係る市町村民税所得割合算額が９7,０

００円未満であること。 

 (イ) 特定被監護者等が同一の世帯に３人以上いること。 

エ 満３歳未満保育認定子どもに対する食事の提供 

⑷ 特定教育・保育施設に通う際に提供される便宜に要する費用 

⑸ 前各号に掲げるもののほか、特定教育・保育において提供される便

宜に要する費用のうち、特定教育・保育施設の利用において通常必要

－ 30 －



とされるものに係る費用であって、教育・保育給付認定保護者に負担

させることが適当と認められるもの 

  （委任） 

 第６条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

    附 則 

  この条例は、公布の日から施行する。 

   令和５年９月１日提出 

                   長崎市長  鈴 木 史 朗 

 

    理 由 

  本市独自の基準の明確化及び職員の事務の効率化を図るため、特定教育 

 ・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準に係る条例の規定

形式を見直したいので、この条例案を提出する。 

－ 31 －



第１０７号議案 

   長崎市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営

に関する基準を定める条例 

  長崎市幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関

する基準を定める条例（平成２６年長崎市条例第４０号）の全部を改正す

る。 

 （趣旨） 

 第１条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提

供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号。以下「法」という。 

  ）第１３条第１項の規定に基づき、本市における幼保連携型認定こども

園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 

  （定義） 

 第２条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。 

  （幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する

基準） 

 第３条 次条及び第５条に定めるもののほか、法第１３条第１項の規定に

より条例で定める幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及

び運営に関する基準は、幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、

設備及び運営に関する基準（平成２６年内閣府・文部科学省・厚生労働

省令第１号。以下「命令」という。）に定める基準（命令の改正に際し

定められた経過措置に規定する基準を含む。）とする。 

 ２ 前項の場合において、命令第４条第２項中「３５人」とあるのは「３

０人」と、命令第１３条中「第３６条の規定」とあるのは「第３６条の

規定並びに長崎市児童福祉施設の設備及び運営に関する基準を定める条
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例（令和５年長崎市条例第  号）第４条の規定」とする。 

  （暴力団員等の排除） 

 第４条 幼保連携型認定こども園の設置者の役員及び園長は、長崎市暴力

団排除条例（平成２４年長崎市条例第５９号）第１２条に規定する暴力

団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）であってはなら

ない。 

 ２ 幼保連携型認定こども園は、長崎市暴力団排除条例第２条第１号に規

定する暴力団又は暴力団員等を利することのないようにしなければなら

ない。 

  （小学校との連携） 

 第５条 幼保連携型認定こども園の園長は、小学校と連携し、園児の発達

及び学びの連続性を確保するよう努めなければならない。 

  （委任） 

 第６条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

    附 則 

  この条例は、公布の日から施行する。 

   令和５年９月１日提出 

                   長崎市長  鈴 木 史 朗 

 

    理 由 

  本市独自の基準の明確化及び職員の事務の効率化を図るため、幼保連携

型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準に係る条

例の規定形式を見直したいので、この条例案を提出する。 
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第１０８号議案 

   長崎市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を

定める条例 

  長崎市幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件を定め

る条例（平成３０年長崎市条例第５０号）の全部を改正する。 

 （趣旨） 

 第１条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提

供の推進に関する法律（平成１８年法律第７７号。以下「法」という。 

  ）第３条第１項及び第３項の規定に基づき、本市における幼保連携型認

定こども園以外の認定こども園（以下単に「認定こども園」という。）

の認定の要件を定めるものとする。 

  （定義） 

 第２条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。 

  （認定こども園の認定の要件） 

 第３条 次条から第６条までに定めるもののほか、法第３条第１項及び第

３項の規定により条例で定める認定こども園の認定の要件は、就学前の

子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第３条

第２項及び第４項の規定に基づき内閣総理大臣及び文部科学大臣が定め

る施設の設備及び運営に関する基準（平成２６年内閣府・文部科学省・

厚生労働省告示第２号。以下「告示」という。）に定める要件（告示第

４の１及び第８に規定する要件を除き、告示の改正に際し定められた経

過措置に規定する要件を含む。）とする。 

 ２ 前項の場合において、告示第２の２中「３５人」とあるのは「３０人 

  」と、告示第３の２中「を併有する者であることが望ましいが、幼稚園
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の教員免許状及び保育士の資格を併有しない場合においては、そのいず

れかを有する者でなければならない」とあるのは「のいずれも有する者

でなければならない。ただし、市長が別に定める要件に適合する者は、

この限りでない」とする。 

   （暴力団員等の排除） 

 第４条 認定こども園の設置者の役員及び認定こども園の長は、長崎市暴

力団排除条例（平成２４年長崎市条例第５９号）第１２条に規定する暴

力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）であってはな

らない。 

 ２ 認定こども園は、長崎市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力

団又は暴力団員等を利することのないようにしなければならない。 

  （施設設備） 

 第５条 法第３条第３項の幼稚園及び保育機能施設については、それぞれ

の用に供される建物及びその附属設備（以下「建物等」という。）を同

一の敷地又は隣接する敷地内に設置しなければならない。ただし、当該

建物等を同一の敷地又は隣接する敷地内に設置することが困難な場合で

あって、市長が別に定める要件を満たすときは、この限りでない。 

  （管理運営等） 

 第６条 認定こども園の管理運営等に当たっては、次に掲げる事項に留意

しなければならない。 

  ⑴ 認定こども園の長は、全ての職員の協力を得ながら一体的な管理運

営を行うこと。 

  ⑵ 安定的かつ継続的な運営を確保すること。 

  ⑶ 保育を必要とする子どもに対する教育及び保育時間は、原則として、

１日につき８時間以上１１時間以下として、認定こども園の長により、
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子どもの保護者の労働時間、家庭の状況等を考慮し定められているこ

と。 

  ⑷ 認定こども園の開園日数及び開園時間は、保育を必要とする子ども

に対する教育及び保育を適切に提供できるよう、保護者の就労の状況

等の地域の実情に応じて定められていること。 

  ⑸ 子どもの年齢構成、障害のある子どもへの対応等を考慮し、必要に

応じ、適切な人員を配置する等、適切な管理運営を行うこと。 

  ⑹ 保護者が多様な施設を適切に選択できるよう、十分な情報開示を行

うこと。 

  ⑺ 耐震、防災、防犯等子どもの健康及び安全を確保する体制を整える

こと。 

  ⑻ 認定こども園において、子どもに負傷その他の事故が発生した場合

の補償を円滑に行うことができる体制が整備されていること。 

  ⑼ 苦情解決の仕組みを整えるとともに、自ら又は外部の者による評価

を行い、その結果の公表、活用等を通じて教育及び保育の質の向上に

努めること。 

  ⑽ 特別な配慮が必要な子どもの利用が排除されることのないよう、入

園する子どもの選考を公正に行うとともに、本市との連携を図り、そ

の受入れに適切に配慮すること。 

  ⑾ 認定こども園の建物又は敷地の公衆の見やすい場所に、当該施設が

認定こども園である旨の表示をすること。 

  ⑿ 本市及び教育委員会と十分な連携を図ること。 

  （委任） 

 第７条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

    附 則 
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  この条例は、公布の日から施行する。 

   令和５年９月１日提出 

                   長崎市長  鈴 木 史 朗 

 

    理 由 

  本市独自の要件の明確化及び職員の事務の効率化を図るため、幼保連携

型認定こども園以外の認定こども園の認定の要件に係る条例の規定形式を

見直したいので、この条例案を提出する。 
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第１０９号議案 

   長崎市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例 

  長崎市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条

例（平成２６年長崎市条例第４１号）の全部を改正する。 

 （趣旨） 

 第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法

」という。）第３４条の８の２第１項の規定に基づき、本市における放 

課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 

  （定義） 

 第２条 この条例における用語の意義は、法及び放課後児童健全育成事業

の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６３号。以下

「省令」という。）の定めるところによる。 

  （放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準） 

 第３条 次条及び第５条に定めるもののほか、法第３４条の８の２第１項

の規定により条例で定める放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関

する基準は、省令に定める基準（省令の改正に際し定められた経過措置

に規定する基準を含む。）とする。 

 ２ 前項の場合において、省令第６条第１項中「訓練」とあるのは「訓練

（次項に規定するものを除く 。）」 と、同条第 2 項中「前項の訓練のう

ち、避難及び消火に対する訓練は、定期的にこれを」とあるのは「放課

後児童健全育成事業者は、非常災害に対する避難訓練及び消火訓練を、

少なくとも毎年３回以上」とする。 

  （暴力団員等の排除） 
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 第４条 放課後児童健全育成事業者（その者が法人であるときは、その役

員）は、長崎市暴力団排除条例（平成２４年長崎市条例第５９号）第１

２条に規定する暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。 

  ）であってはならない。 

 ２ 放課後児童健全育成事業の実施に当たっては、長崎市暴力団排除条例

第２条第１号に規定する暴力団又は暴力団員等を利することのないよう

にしなければならない。 

 （職員） 

 第５条 省令第１０条第３項の規定にかかわらず、新たに職員として放課

後児童健全育成事業者に雇用された同項各号のいずれかに該当する者で

あって、当該放課後児童健全育成事業者と雇用契約を締結した日後初め

て長崎県知事が行う研修の日までに同項に規定する研修を修了すること

を予定しているものにあっては、当該雇用契約を締結した日から当該研

修を修了する日までの間は、同項の規定による研修を修了した者とみな

す。 

  （委任） 

 第６条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

    附 則 

  この条例は、公布の日から施行する。 

   令和５年９月１日提出 

                   長崎市長  鈴 木 史 朗 

 

    理 由 

  本市独自の基準の明確化及び職員の事務の効率化を図るため、放課後児
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童健全育成事業の設備及び運営に関する基準に係る条例の規定形式を見直

したいので、この条例案を提出する。 
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第１１０号議案 

   長崎市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例 

  長崎市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例（平

成２６年長崎市条例第４２号）の全部を改正する。 

 （趣旨） 

 第１条 この条例は、児童福祉法（昭和２２年法律第１６４号。以下「法

」という。）第３４条の１６第１項の規定に基づき、本市における家庭

的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 

  （定義） 

 第２条 この条例における用語の意義は、法及び家庭的保育事業等の設備

及び運営に関する基準（平成２６年厚生労働省令第６１号。以下「府令

」という。）の定めるところによる。 

  （家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準） 

 第３条 次条から第７条までに定めるもののほか、法第３４条の１６第１

項の規定により条例で定める家庭的保育事業等の設備及び運営に関する

基準は、府令に定める基準（府令第８条に規定する基準を除き、府令の

改正に際し定められた経過措置に規定する基準を含む。）とする。 

 ２ 前項の場合において、府令第１７条第４項中「につき、綿密な注意を

払わなければ」とあるのは「について綿密な注意を払うとともに、当該

調理する者に対し毎月１回以上の検便を行わなければ」と、府令第４３

条第５号中「、調理室」とあるのは「、医務室、調理室」とする。 

  （暴力団員等の排除） 

 第４条 家庭的保育事業者（その者が法人であるときは、その役員）及び

家庭的保育事業の管理者は、長崎市暴力団排除条例（平成２４年長崎市
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条例第５９号）第１２条に規定する暴力団員又は暴力団関係者（以下「 

  暴力団員等」という。）であってはならない。 

 ２ 家庭的保育事業の実施に当たっては、長崎市暴力団排除条例第２条第

１号に規定する暴力団又は暴力団員等を利することのないようにしなけ

ればならない。 

 ３ 前２項の規定は、次に掲げる事業について準用する。 

  ⑴ 小規模保育事業Ａ型 

  ⑵ 小規模保育事業Ｂ型 

  ⑶ 小規模保育事業Ｃ型 

  ⑷ 居宅訪問型保育事業 

  ⑸ 保育所型事業所内保育事業 

  ⑹ 小規模型事業所内保育事業 

  （職員の一般的要件） 

 第５条 家庭的保育事業所等の職員は、健全な心身を有し、豊かな人間性

及び倫理観を備え、児童福祉事業に熱意のある者でなければならない。 

 ２ 家庭的保育事業等において利用乳幼児の保育に従事する職員は、でき

る限り児童福祉事業の理論及び実際について訓練を受けた者でなければ

ならない。 

  （嘱託歯科医） 

 第６条 府令第２３条第１項に規定するもののほか、家庭的保育事業を行

う場所には、嘱託歯科医を置くよう努めなければならない。 

 ２ 前項の規定は、第４条第３項各号（第４号を除く。）に掲げる事業に

ついて準用する。 

  （保護者への説明） 

 第７条 家庭的保育事業者は、保育する乳幼児の保護者に対し、当該家庭
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的保育事業者の保育方針について説明しなければならない。 

 ２ 前項の規定は、第 4 条第 3 項各号に掲げる事業について準用する。 

  （委任） 

 第８条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

    附 則 

  この条例は、公布の日から施行する。 

   令和５年９月１日提出 

                   長崎市長  鈴 木 史 朗 

 

    理 由 

  本市独自の基準の明確化及び職員の事務の効率化を図るため、家庭的保

育事業等の設備及び運営に関する基準に係る条例の規定形式を見直したい

ので、この条例案を提出する。 
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第１１１号議案 

   長崎市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例 

  長崎市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２４年長崎市条例第４５号）の全部を改正する。 

 （趣旨） 

 第１条 この条例は、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号。以下「法 

  」という。）第１７条第１項の規定に基づき、本市における養護老人ホ

ームの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 

  （養護老人ホームの設備及び運営に関する基準） 

 第２条 次条から第６条までに定めるもののほか、法第１７条第１項の規

定により条例で定める養護老人ホームの設備及び運営に関する基準は、

養護老人ホームの設備及び運営に関する基準（昭和４１年厚生省令第１

９号。以下「省令」という。）に定める基準（省令第１１条第５項に規

定する基準を除き、省令の改正に際し定められた経過措置に規定する基

準を含む。）とする。 

 ２ 前項の場合において、省令第２１条第２項中「規定」とあるのは、「 

  規定並びに長崎市養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める

条例（令和５年長崎市条例第  号）第３条の規定」とする。 

  （暴力団員等の排除） 

 第３条 養護老人ホームの設置者の役員及び施設長は、長崎市暴力団排除

条例（平成２４年長崎市条例第５９号）第１２条に規定する暴力団員又

は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）であってはならない。 

 ２ 養護老人ホームは、長崎市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴

力団又は暴力団員等を利することのないようにしなければならない。  
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（設備の基準） 

 第４条 省令第１１条各項（第５項を除く。）に規定するもののほか、養

護老人ホームの設備の基準は、次のとおりとする。 

  ⑴ 廊下の幅は、1.３５メートル以上とすること。ただし、中廊下の幅

は、1.８メートル以上とすること。 

  ⑵ 廊下、便所その他必要な場所に常夜灯を設けること。 

  ⑶ 廊下及び階段には、手すりを設けること。 

  ⑷ 階段の傾斜は、緩やかにすること。 

  （身体的拘束等の報告） 

 第５条 省令第１６条第５項の場合においては、市長に対し、速やかに同

項に規定する記録に係る内容を報告しなければならない。 

  （地域との交流行事） 

 第６条 養護老人ホームは、省令第１８条第８項に定めるもののほか、地

域との交流行事を行うよう努めなければならない。 

  （委任） 

 第７条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

    附 則 

  この条例は、公布の日から施行する。 

   令和５年９月１日提出 

                   長崎市長  鈴 木 史 朗 

 

    理 由 

  本市独自の基準の明確化及び職員の事務の効率化を図るため、養護老人

ホームの設備及び運営に関する基準に係る条例の規定形式を見直したいの
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と、その他所要の整備をしたいので、この条例案を提出する。 

－ 46 －



第１１２号議案 

   長崎市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条

例 

  長崎市特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（ 

 平成２４年長崎市条例第４６号）の全部を改正する。 

 （趣旨） 

 第１条 この条例は、老人福祉法（昭和３８年法律第１３３号。以下「法 

  」という。）第１７条第１項の規定に基づき、本市における特別養護老

人ホームの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 

  （定義） 

 第２条 この条例における用語の意義は、特別養護老人ホームの設備及び 

  運営に関する基準（平成１１年厚生省令第４６号。以下「省令」という。 

  ）の定めるところによる。 

  （特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準） 

 第３条 次条及び第５条に定めるもののほか、法第１７条第１項の規定に

より条例で定める特別養護老人ホームの設備及び運営に関する基準は、

省令に定める基準（省令の改正に際し定められた経過措置に規定する基

準を含む。）とする。 

 ２ 前項の場合において、省令第１１条第４項第１号イただし書及び第５

５条第４項第１号イただし書中「、２人」とあるのは「２人と、入所者

のプライバシーに配慮していると認められる場合は２人以上４人以下」

と、省令第２３条第２項中「規定」とあるのは「規定並びに長崎市特別

養護老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（令和５年長

崎市条例第  号）第４条の規定」とする。 
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  （暴力団員等の排除） 

 第４条 特別養護老人ホームの設置者の役員及び施設長は、長崎市暴力団

排除条例（平成２４年長崎市条例第５９号）第１２条に規定する暴力団

員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）であってはならな

い。 

 ２ 特別養護老人ホームは、長崎市暴力団排除条例第２条第１号に規定す

る暴力団又は暴力団員等を利することのないようにしなければならない。 

 ３ 前２項の規定は、次に掲げる施設について準用する。 

  ⑴ ユニット型特別養護老人ホーム 

  ⑵ 地域密着型特別養護老人ホーム 

  ⑶ ユニット型地域密着型特別養護老人ホーム 

  （身体的拘束等の報告） 

 第５条 省令第１５条第５項の場合においては、市長に対し、速やかに同

項に規定する記録に係る内容を報告しなければならない。 

 ２ 前項の規定は、前条第３項各号に掲げる施設について準用する。 

  （委任） 

 第６条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

    附 則 

  この条例は、公布の日から施行する。 

   令和５年９月１日提出 

                   長崎市長  鈴 木 史 朗   

 

    理 由 

  本市独自の基準の明確化及び職員の事務の効率化を図るため、特別養護
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老人ホームの設備及び運営に関する基準に係る条例の規定形式を見直した

いのと、その他所要の整備をしたいので、この条例案を提出する。 
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第１１３号議案                    

   長崎市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例 

  長崎市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成

２４年長崎市条例第４７号）の全部を改正する。 

 （趣旨） 

 第１条 この条例は、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号。以下「法」

という。）第６５条第１項の規定に基づき、本市における軽費老人ホー

ムの設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 

  （定義） 

 第２条 この条例における用語の意義は、軽費老人ホームの設備及び運営

に関する基準（平成２０年厚生労働省令第１０７号。以下「省令」とい

う。）の定めるところによる。 

  （軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準） 

 第３条 次条及び第５条に定めるもののほか、法第６５条第１項の規定に

より条例で定める軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準は、省令

に定める基準（省令の改正に際し定められた経過措置に規定する基準を

含む。）とする。 

 ２ 前項の場合において、省令第１９条第６項中「レクリエーション行事

を実施する」とあるのは「入所者のためのレクリエーション行事その他

地域との交流行事を行う」と、省令第２２条第２項中「規定」とあるの

は「規定並びに長崎市軽費老人ホームの設備及び運営に関する基準を定

める条例（令和５年長崎市条例第  号）第４条の規定」とする。 

  （暴力団員等の排除） 

 第４条 軽費老人ホームの設置者の役員及び施設長は、長崎市暴力団排除
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条例（平成２４年長崎市条例第５９号）第１２条に規定する暴力団員又

は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）であってはならない。 

 ２ 軽費老人ホームは、長崎市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴

力団又は暴力団員等を利することのないようにしなければならない。 

 ３ 前２項の規定は、軽費老人ホームＡ型について準用する。 

  （身体的拘束等の報告） 

 第５条 省令第１７条第４項の場合においては、市長に対し、速やかに同

項に規定する記録に係る内容を報告しなければならない。 

 ２ 前項の規定は、軽費老人ホームＡ型について準用する。 

  （委任） 

 第６条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

    附 則 

  この条例は、公布の日から施行する。 

   令和５年９月１日提出 

                   長崎市長  鈴 木 史 朗 

 

    理 由 

  本市独自の基準の明確化及び職員の事務の効率化を図るため、軽費老人

ホームの設備及び運営に関する基準に係る条例の規定形式を見直したいの

と、その他所要の整備をしたいので、この条例案を提出する。 
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第１１４号議案 

   長崎市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例 

  長崎市福祉ホームの設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２５

年長崎市条例第８号）の全部を改正する。 

 （趣旨） 

 第１条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第８０

条第１項の規定に基づき、本市における福祉ホームの設備及び運営に関

する基準を定めるものとする。 

  （定義） 

 第２条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。 

  （福祉ホームの設備及び運営に関する基準） 

 第３条 次条に定めるもののほか、法第８０条第１項の規定により条例で

定める福祉ホームの設備及び運営に関する基準は、障害者の日常生活及

び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく福祉ホームの設備及

び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第１７６号。以下「省令 

  」という。）に定める基準（省令の改正に際し定められた経過措置に規

定する基準を含む。）とする。 

  （暴力団員等の排除） 

 第４条 福祉ホームの設置者の役員及び管理人は、長崎市暴力団排除条例

（平成２４年長崎市条例第５９号）第１２条に規定する暴力団員又は暴

力団関係者（以下「暴力団員等」という。）であってはならない。 

 ２ 福祉ホームは、長崎市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団

又は暴力団員等を利することのないようにしなければならない。 
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  （委任） 

 第５条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

    附 則 

  この条例は、公布の日から施行する。 

   令和５年９月１日提出 

                   長崎市長  鈴 木 史 朗 

 

    理 由 

  本市独自の基準の明確化及び職員の事務の効率化を図るため、福祉ホー

ムの設備及び運営に関する基準に係る条例の規定形式を見直したいので、

この条例案を提出する。 
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第１１５号議案 

   長崎市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める

条例 

  長崎市地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準を定める条例

（平成２５年長崎市条例第７号）の全部を改正する。 

 （趣旨） 

 第１条 この条例は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する

ための法律（平成１７年法律第１２３号。以下「法」という。）第８０

条第１項の規定に基づき、本市における地域活動支援センターの設備及

び運営に関する基準を定めるものとする。 

  （定義） 

 第２条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。 

  （地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準） 

 第３条 次条に定めるもののほか、法第８０条第１項の規定により条例で

定める地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準は、障害者の

日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動

支援センターの設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第

１７５号。以下「省令」という。）に定める基準（省令の改正に際し定

められた経過措置に規定する基準を含む。）とする。

  （暴力団員等の排除） 

 第４条 地域活動支援センターの設置者の役員及び施設長は、長崎市暴力

団排除条例（平成２４年長崎市条例第５９号）第１２条に規定する暴力

団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）であってはなら

ない。 
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 ２ 地域活動支援センターは、長崎市暴力団排除条例第２条第１号に規定

する暴力団又は暴力団員等を利することのないようにしなければならな

い。 

  （委任） 

 第５条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

    附 則 

  この条例は、公布の日から施行する。 

   令和５年９月１日提出 

                   長崎市長  鈴 木 史 朗 

 

    理 由 

  本市独自の基準の明確化及び職員の事務の効率化を図るため、地域活動

支援センターの設備及び運営に関する基準に係る条例の規定形式を見直し

たいので、この条例案を提出する。 
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第１１６号議案 

   長崎市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例 

  長崎市指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等を定

める条例（平成２４年長崎市条例第４８号）の全部を改正する。 

 （趣旨） 

 第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」

という。）第８６条第１項並びに第８８条第１項及び第２項の規定に基

づき、本市における指定介護老人福祉施設の入所定員並びに人員、設備

及び運営に関する基準を定めるものとする。 

  （定義） 

 第２条 この条例における用語の意義は、法及び指定介護老人福祉施設の

人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３９号。以下

「省令」という。）の定めるところによる。 

  （入所定員） 

 第３条 法第８６条第１項の条例で定める数は、３０人以上とする。 

  （指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準） 

 第４条 次条から第７条までに定めるもののほか、法第８８条第１項及び

第２項の規定により条例で定める指定介護老人福祉施設の人員、設備及

び運営に関する基準は、省令に定める基準（省令の改正に際し定められ

た経過措置に規定する基準を含む。）とする。 

 ２ 前項の場合において、省令第３条第１項第１号イただし書中「、２人 

  」とあるのは、「２人と、入所者のプライバシーに配慮していると認め

られる場合は２人以上４人以下」とする。 
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  （暴力団員等の排除） 

 第５条 指定介護老人福祉施設の開設者の役員及び管理者は、長崎市暴力

団排除条例（平成２４年長崎市条例第５９号）第１２条に規定する暴力

団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）であってはなら

ない。 

 ２ 指定介護老人福祉施設は、長崎市暴力団排除条例第２条第１号に規定

する暴力団又は暴力団員等を利することのないようにしなければならな

い。 

 ３ 前２項の規定は、ユニット型指定介護老人福祉施設について準用する。  

（身体的拘束等の報告） 

 第６条 省令第１１条第５項の場合においては、市長に対し、速やかに同

項に規定する記録に係る内容を報告しなければならない。 

 ２ 前項の規定は、ユニット型指定介護老人福祉施設について準用する。 

  （記録の保存） 

 第７条 省令第３７条第２項の規定によるほか、指定介護老人福祉施設は、

施設介護サービス費の支払を受けた日から５年間、当該施設介護サービ

ス費の受給に係る従業者の勤務体制に関する記録並びに同項第１号及び

第２号に掲げる記録を保存しなければならない。 

 ２ 前項の規定は、ユニット型指定介護老人福祉施設について準用する。 

  （委任） 

 第８条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

    附 則 

  この条例は、公布の日から施行する。 

   令和５年９月１日提出 
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                   長崎市長  鈴 木 史 朗 

 

    理 由 

  本市独自の基準の明確化及び職員の事務の効率化を図るため、指定介護

老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準等に係る条例の規定形式

を見直したいのと、その他所要の整備をしたいので、この条例案を提出す

る。 
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第１１７号議案 

   長崎市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する

基準を定める条例 

  長崎市介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準

を定める条例（平成２４年長崎市条例第４９号）の全部を改正する。 

 （趣旨） 

 第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」

という。）第９７条第１項から第３項までの規定に基づき、本市におけ

る介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定

めるものとする。 

  （定義） 

 第２条 この条例における用語の意義は、法及び介護老人保健施設の人員、

施設及び設備並びに運営に関する基準（平成１１年厚生省令第４０号。

以下「省令」という。）の定めるところによる。 

  （介護老人保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準） 

 第３条 次条から第６条までに定めるもののほか、法第９７条第１項から

第３項までの規定により条例で定める介護老人保健施設の人員、施設及

び設備並びに運営に関する基準は、省令に定める基準（省令の改正に際

し定められた経過措置に規定する基準を含む。）とする。 

  （暴力団員等の排除） 

 第４条 介護老人保健施設の開設者の役員及び管理者は、長崎市暴力団排

除条例（平成２４年長崎市条例第５９号）第１２条に規定する暴力団員

又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）であってはならない。 

 ２ 介護老人保健施設は、長崎市暴力団排除条例第２条第１号に規定する
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暴力団又は暴力団員等を利することのないようにしなければならない。 

 ３ 前２項の規定は、ユニット型介護老人保健施設について準用する。 

  （身体的拘束等の報告） 

 第５条 省令第１３条第５項の場合においては、市長に対し、速やかに同

項に規定する記録に係る内容を報告しなければならない。 

 ２ 前項の規定は、ユニット型介護老人保健施設について準用する。 

  （記録の保存） 

 第６条 省令第３８条第２項の規定によるほか、介護老人保健施設は、施

設介護サービス費の支払を受けた日から５年間、当該施設介護サービス

費の受給に係る従業者の勤務体制に関する記録並びに同項第１号及び第

３号に掲げる記録を保存しなければならない。 

 ２ 前項の規定は、ユニット型介護老人保健施設について準用する。 

  （委任） 

 第７条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

    附 則 

  この条例は、公布の日から施行する。 

   令和５年９月１日提出 

                   長崎市長  鈴 木 史 朗 

 

    理 由 

  本市独自の基準の明確化及び職員の事務の効率化を図るため、介護老人

保健施設の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準に係る条例の規定

形式を見直したいのと、その他所要の整備をしたいので、この条例案を提

出する。 
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第１１８号議案 

   長崎市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準

を定める条例 

  長崎市指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準を定

める条例（平成２４年長崎市条例第５０号）の全部を改正する。 

 （趣旨） 

 第１条 この条例は、健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８年法

律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規定によりなおその効力を有

するものとされた同法第２６条の規定による改正前の介護保険法（平成

９年法律第１２３号。以下「旧法」という。）第１１０条第１項及び第

２項の規定に基づき、本市における指定介護療養型医療施設の人員、設

備及び運営に関する基準を定めるものとする。 

  （定義） 

 第２条 この条例における用語の意義は、指定介護療養型医療施設の人員、

設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第４１号。以下「省令 

」という。）の定めるところによる。 

  （指定介護療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準） 

 第３条 次条から第６条までに定めるもののほか、旧法第１１０条第１項

及び第２項の規定により条例で定める指定介護療養型医療施設の人員、

設備及び運営に関する基準は、省令に定める基準（省令の改正に際し定

められた経過措置に規定する基準を含む。）とする。 

  （暴力団員等の排除） 

 第４条 指定介護療養型医療施設の開設者（その者が法人であるときは、

その役員）及び管理者は、長崎市暴力団排除条例（平成２４年長崎市条
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例第５９号）第１２条に規定する暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴

力団員等」という。）であってはならない。 

 ２ 指定介護療養型医療施設は、長崎市暴力団排除条例第２条第１号に規

定する暴力団又は暴力団員等を利することのないようにしなければなら

ない。 

 ３ 前２項の規定は、ユニット型指定介護療養型医療施設について準用す

る。 

  （身体的拘束等の報告） 

 第５条 省令第１４条第５項の場合においては、市長に対し、速やかに同

項に規定する記録に係る内容を報告しなければならない。 

 ２ 前項の規定は、ユニット型指定介護療養型医療施設について準用する。 

  （記録の保存） 

 第６条 省令第３６条第２項の規定によるほか、指定介護療養型医療施設

は、施設介護サービス費の支払を受けた日から５年間、当該施設介護サ

ービス費の受給に係る従業者の勤務体制に関する記録並びに同項第１号

及び第２号に掲げる記録を保存しなければならない。 

 ２ 前項の規定は、ユニット型指定介護療養型医療施設について準用する。 

  （委任） 

 第７条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

    附 則 

  この条例は、公布の日から施行する。 

   令和５年９月１日提出 

                   長崎市長  鈴 木 史 朗 
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   理 由 

  本市独自の基準の明確化及び職員の事務の効率化を図るため、指定介護

療養型医療施設の人員、設備及び運営に関する基準に係る条例の規定形式

を見直したいのと、その他所要の整備をしたいので、この条例案を提出す

る。 
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第１１９号議案 

   長崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基

準等を定める条例 

  長崎市指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等

を定める条例（平成２５年長崎市条例第１０号）の全部を改正する。 

 （趣旨） 

 第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」

という。）第４２条第１項第２号、第７０条第２項第１号、第７２条の

２第１項第１号及び第２号並びに第７４条第１項及び第２項の規定に基

づき、本市における指定居宅サービス事業者の指定に係る申請者の要件

並びに指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準を

定めるものとする。 

  （定義） 

 第２条 この条例における用語の意義は、法及び指定居宅サービス等の事

業の人員、設備及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３７号。

以下「省令」という。）の定めるところによる。 

  （申請者の要件） 

 第３条 法第７０条第２項第１号の条例で定める者は、役員が長崎市暴力

団排除条例（平成２４年長崎市条例第５９号）第１２条に規定する暴力

団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）でない法人とす

る。ただし、病院、診療所若しくは薬局により行われる居宅療養管理指

導又は病院若しくは診療所により行われる訪問看護、訪問リハビリテー

ション、通所リハビリテーション若しくは短期入所療養介護に係る指定

の申請にあっては、当該法人及び法人でない者であって暴力団員等でな
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いものとする。 

  （指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準） 

 第４条 次条から第９条までに定めるもののほか、法第４２条第１項第２

号、第７２条の２第１項第１号及び第２号並びに第７４条第１項及び第

２項の規定により条例で定める指定居宅サービス等の事業の人員、設備

及び運営に関する基準は、省令に定める基準（省令の改正に際し定めら

れた経過措置に規定する基準を含む。）とする。 

 ２ 前項の場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。

 

省令第２８条

第３項第５号 

する し、その評価を行い必要

な措置を講じる 

省令第３９条

の３ 

前節 前節（第８条第２項から

第６項まで及び第３６条

の２を除く 。） 

省令第１０５

条の３ 

第８条から 第８条第１項、第９条か

ら 

前節（ 前節（第９８条第１号、

第３号及び第４号、第１

０４条の２第２項及び第

３項並びに 

省令第１４０

条の１５ 

第３６条の２第２項 第３６条の２ 

第４節（ 第４節（第１２５条第２

項、第１２８条第２項、

第１２９条、第１３０条 
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  第３項から第５項まで、

第１３１条第２項、第１ 

３２条、第１３５条、第

１３８条第２項、第１３

９条の２第２項第１号並

びに 

  （暴力団員等の排除） 

 第５条 指定訪問介護事業所の管理者は、暴力団員等であってはならない。 

 ２ 指定訪問介護事業所は、長崎市暴力団排除条例第２条第１号に規定す

る暴力団又は暴力団員等を利することのないようにしなければならない。 

 ３ 前２項の規定は、次に掲げる事業について準用する。 

  ⑴ 共生型訪問介護の事業 

  ⑵ 基準該当訪問介護の事業 

 ⑶ 指定訪問入浴介護の事業 

  ⑷ 基準該当訪問入浴介護の事業 

  ⑸ 指定訪問看護の事業 

  ⑹ 指定訪問リハビリテーションの事業 

  ⑺ 指定居宅療養管理指導の事業 

  ⑻ 指定通所介護の事業 

  ⑼ 共生型通所介護の事業 

  ⑽ 基準該当通所介護の事業 

  ⑾ 指定通所リハビリテーションの事業 

  ⑿ 指定短期入所生活介護の事業 

  ⒀ ユニット型指定短期入所生活介護の事業 
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⒁  共生型短期入所生活介護の事業 

    ⒂  基準該当短期入所生活介護の事業 

    ⒃  指定短期入所療養介護の事業 

    ⒄  ユニット型指定短期入所療養介護の事業 

⒅  指定特定施設入居者生活介護の事業 

    ⒆  外部サービス利用型指定特定施設入居者生活介護の事業 

    ⒇  指定福祉用具貸与の事業 

    (21)  基準該当福祉用具貸与の事業 

    (22)   指定特定福祉用具販売の事業 

    （地域との交流） 

  第６条  指定訪問介護事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民

又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等地域との交流を図る

よう努めなければならない。 

  ２  前項の規定は、前条第３項各号（第２号から第７号まで、第１１号及

び第２０号から第２２号までに限る。）に掲げる事業について準用する。 

    （記録の保存） 

  第７条  省令第３９条第２項の規定によるほか、指定訪問介護事業者は、

居宅介護サービス費の支払を受けた日から５年間、当該居宅介護サービ

ス費の受給に係る従業者の勤務体制に関する記録並びに同項第１号及び

第２号に掲げる記録を保存しなければならない。 

２  前項の規定は、第５条第３項各号（第３号から第５号まで、第７号、

第１４号及び第１９号を除く。）に掲げる事業について準用する。 

３  第１項の規定は、第５条第３項第３号、第４号及び第７号の事業につ

いて準用する。この場合において、第１項中「並びに同項第１号及び第

２号」とあるのは、「及び同項第１号」とする。 
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４ 第１項の規定は、第５条第３項第５号の事業について準用する。この

場合において、第１項中「及び第２号」とあるのは、「、第２号及び第

４号」とする。 

 ５ 第１項の規定は、第５条第３項第１４号の事業について準用する。こ

の場合において、第１項中「並びに同項第１号及び第２号」とあるのは、

「及び同項第２号」とする。 

 ６ 第１項の規定は、第５条第３項第１９号の事業について準用する。こ

の場合において、第１項中「第２号」とあるのは、「第７号」とする。 

  （廊下の基準） 

 第８条 省令第１２４条第７項第１号の規定にかかわらず、定員２９人以

下の指定短期入所生活介護事業所における廊下の幅は、1.５メートル以

上（中廊下にあっては、1.８メートル以上）とすること。ただし、廊下

の一部の幅を拡張すること等により、利用者、従業者等の円滑な往来に

支障が生じないと認められるときは、これによらないことができる。 

 ２ 前項の規定は、第５条第３項第１３号の事業について準用する。 

  （身体的拘束等の報告） 

 第９条 省令第１２８条第５項の場合においては、市長に対し、速やかに

同項に規定する記録に係る内容を報告しなければならない。 

 ２ 前項の規定は、第５条第３項各号（第１３号及び第１５号から第１９

号までに限る。）に掲げる事業について準用する。 

  （委任） 

 第１０条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

    附 則 

  この条例は、公布の日から施行する。 
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   令和５年９月１日提出 

                   長崎市長  鈴 木 史 朗 

 

    理 由 

  次の理由により、この条例案を提出する。 

１ 本市独自の基準の明確化及び職員の事務の効率化を図るため、指定居

宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等に係る条例の

規定形式を見直したい。 

２ 指定訪問介護の基本取扱方針に係る基準等を見直したい。 

３ その他所要の整備をしたい。 
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第１２０号議案 

   長崎市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を

定める条例 

  長崎市指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等を定め

る条例（平成２５年長崎市条例第４４号）の全部を改正する。 

 （趣旨） 

 第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」

という。）第４７条第１項第１号、第７９条第２項第１号並びに第８１

条第１項及び第２項の規定に基づき、本市における指定居宅介護支援事

業者の指定に係る申請者の要件並びに指定居宅介護支援等の事業の人員

及び運営に関する基準を定めるものとする。 

  （定義） 

 第２条 この条例における用語の意義は、指定居宅介護支援等の事業の人

員及び運営に関する基準（平成１１年厚生省令第３８号。以下「省令」

という。）の定めるところによる。 

  （申請者の要件） 

 第３条 法第７９条第２項第１号の条例で定める者は、役員が長崎市暴力

団排除条例（平成２４年長崎市条例第５９号）第１２条に規定する暴力

団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）でない法人とす

る。 

  （指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準） 

 第４条 次条及び第６条に定めるもののほか、法第４７条第１項第１号並

びに第８１条第１項及び第２項の規定により条例で定める指定居宅介護

支援等の事業の人員及び運営に関する基準は、省令に定める基準（省令
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の改正に際し定められた経過措置に規定する基準を含む。）とする。 

  （暴力団員等の排除） 

 第５条 指定居宅介護支援事業所の管理者は、暴力団員等であってはなら

ない。 

 ２ 指定居宅介護支援事業者は、長崎市暴力団排除条例第２条第１号に規

定する暴力団又は暴力団員等を利することのないようにしなければなら

ない。 

 ３ 前２項の規定は、基準該当居宅介護支援の事業について準用する。 

  （記録の保存） 

 第６条 省令第２９条第２項の規定によるほか、指定居宅介護支援事業者

は、居宅介護サービス計画費の支払を受けた日から５年間、当該居宅介

護サービス計画費の受給に係る従業者の勤務体制に関する記録並びに同

項第１号及び第２号に掲げる記録を保存しなければならない。 

 ２ 前項の規定は、基準該当居宅介護支援の事業について準用する。 

  （委任） 

 第７条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

    附 則 

  この条例は、公布の日から施行する。 

   令和５年９月１日提出 

                   長崎市長  鈴 木 史 朗 

 

    理 由 

  本市独自の基準の明確化及び職員の事務の効率化を図るため、指定居宅

介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準等に係る条例の規定形式を
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見直したいのと、その他所要の整備をしたいので、この条例案を提出する。 
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第１２１号議案 

   長崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準等を定める条例 

  長崎市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基

準等を定める条例（平成２５年長崎市条例第１１号）の全部を改正する。 

 （趣旨） 

 第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」

という。）第７８条の２第１項及び第４項第１号、第７８条の２の２第

１項第１号及び第２号並びに第７８条の４第１項及び第２項の規定に基

づき、本市における指定地域密着型介護老人福祉施設の入所定員、指定

地域密着型サービス事業者の指定に係る申請者の要件並びに指定地域密

着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定めるものと

する。 

  （定義） 

 第２条 この条例における用語の意義は、指定地域密着型サービスの事業

の人員、設備及び運営に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３４号。

以下「省令」という。）の定めるところによる。 

  （入所定員） 

 第３条 法第７８条の２第１項の条例で定める数は、２９人以下とする。 

  （申請者の要件） 

 第４条 法第７８条の２第４項第１号の条例で定める者は、役員が長崎市

暴力団排除条例（平成２４年長崎市条例第５９号）第１２条に規定する

暴力団員若しくは暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）でない

法人又は暴力団員等でない病床を有する診療所を開設している者（複合
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型サービス（看護小規模多機能型居宅介護に限る。）に係る指定の申請

を行う場合に限る。）とする。 

  （指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準） 

 第５条 次条から第１０条までに定めるもののほか、法第７８条の２の２

第１項第１号及び第２号並びに第７８条の４第１項及び第２項の規定に

より条例で定める指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営

に関する基準は、省令に定める基準（省令の改正に際し定められた経過

措置に規定する基準を含む。）とする。 

 ２ 前項の場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

省令第３７条

の３ 

第３条の７から 第３条の７第１項、第３

条の８から 

 前節（ 前節（第２６条第１号か

ら第３号まで、第５号及

び第６号、第３４条第１

項、第２項、第４項及び

第５項並びに 

省令第８２条

の２第１項 

定期的に避難、救出その

他必要な訓練を 

避難訓練、救出訓練その

他必要な訓練を１月に１

回 

省令第１３２

条第１項第１

号イただし書 

、２人 ２人と、入所者のプライ

バシーに配慮していると

認められる場合は２人以

上４人以下 
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  （暴力団員等の排除） 

 第６条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の管理者は、暴力

団員等であってはならない。 

 ２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所は、長崎市暴力団排除

条例第２条第１号に規定する暴力団又は暴力団員等を利することのない

ようにしなければならない。 

 ３ 前２項の規定は、次に掲げる事業又は施設について準用する。 

  ⑴ 指定夜間対応型訪問介護の事業 

  ⑵ 指定地域密着型通所介護の事業 

  ⑶ 共生型地域密着型通所介護の事業 

  ⑷ 指定療養通所介護の事業 

  ⑸ 指定認知症対応型通所介護の事業 

  ⑹ 指定小規模多機能型居宅介護の事業 

  ⑺ 指定認知症対応型共同生活介護の事業 

  ⑻ 指定地域密着型特定施設入居者生活介護の事業 

  ⑼ 指定地域密着型介護老人福祉施設 

  ⑽ ユニット型指定地域密着型介護老人福祉施設 

  ⑾ 指定看護小規模多機能型居宅介護の事業 

（地域との交流） 

 第７条 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業者は、その事業の運

営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を

行う等地域との交流を図るよう努めなければならない。 

 ２ 前項の規定は、前条第３項第１号の事業について準用する。 

  （記録の保存） 

 第８条 省令第３条の４０第２項の規定によるほか、指定定期巡回・随時
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対応型訪問介護看護事業者は、地域密着型介護サービス費の支払を受け

た日から５年間、当該地域密着型介護サービス費の受給に係る従業者の

勤務体制に関する記録及び同項第１号から第３号までに掲げる記録を保

存しなければならない。 

 ２ 前項の規定は、第６条第３項各号（第４号、第６号及び第１１号を除

く。）に掲げる事業又は施設について準用する。この場合において、第

１項中「及び同項第１号から第３号まで」とあるのは、「並びに同項第

１号及び第２号」とする。 

 ３ 第１項の規定は、第６条第３項第４号の事業について準用する。この

場合において、第１項中「及び同項第１号から第３号まで」とあるのは、

「並びに同項第１号及び第３号」とする。 

 ４ 第１項の規定は、第６条第３項第６号の事業について準用する。 

 ５ 第１項の規定は、第６条第３項第１１号の事業について準用する。こ

の場合において、第１項中「及び同項第１号から第３号まで」とあるの

は、「並びに同項第１号、第２号、第４号及び第６号」とする。 

  （消火設備の基準） 

 第９条 省令第６７条第１項に規定する消火設備の基準は、スプリンクラ

ー設備、自動火災報知設備及び消防機関へ通報する火災報知設備を設け

ることとする。 

 ２ 前項の規定は、第６条第３項第１１号の事業について準用する。 

  （身体的拘束等の報告） 

 第１０条 省令第７３条第６号の場合においては、市長に対し、速やかに

同号に規定する記録に係る内容を報告しなければならない。 

 ２ 前項の規定は、第６条第３項各号（第７号から第１１号までに限る。

）に掲げる事業又は施設について準用する。 

－ 76 －



  （委任） 

 第１１条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

    附 則 

  この条例は、公布の日から施行する。 

   令和５年９月１日提出 

                   長崎市長  鈴 木 史 朗 

 

    理 由 

  次の理由により、この条例案を提出する。 

１ 本市独自の基準の明確化及び職員の事務の効率化を図るため、指定地

域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等に係る条

例の規定形式を見直したい。 

２ 指定定期巡回・随時対応型訪問介護看護の基本取扱方針に係る基準等

を見直したい。 

３ その他所要の整備をしたい。 
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第１２２号議案 

   長崎市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める

条例 

  長崎市地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定める条例

（平成２６年長崎市条例第４９号）の全部を改正する。 

 （趣旨） 

 第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」

という。）第１１５条の４６第５項の規定に基づき、本市における地域

包括支援センターの人員及び運営に関する基準を定めるものとする。 

  （定義） 

 第２条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。 

  （地域包括支援センターの人員及び運営に関する基準） 

 第３条 次条及び第５条に定めるもののほか、法第１１５条の４６第５項

の規定により条例で定める地域包括支援センターの人員及び運営に関す

る基準は、介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「 

  省令」という。）第１４０条の６６に定める基準（省令の改正に際し定

められた経過措置に規定する基準を含む。）とする。 

  （暴力団員等の排除） 

 第４条 地域包括支援センターの設置者の役員は、長崎市暴力団排除条例

（平成２４年長崎市条例第５９号）第１２条に規定する暴力団員又は暴

力団関係者（以下「暴力団員等」という。）であってはならない。 

 ２ 地域包括支援センターは、長崎市暴力団排除条例第２条第１号に規定

する暴力団又は暴力団員等を利することのないようにしなければならな

い。  

－ 78 －



  （職員に関する基準） 

 第５条 地理的条件その他の条件を勘案して、地域包括支援センターの担

当する区域における第１号被保険者の数がおおむね6,０００人以上とな

る場合に、当該地域包括支援センターに配置すべき職員及びその員数に

は、省令第１４０条の６６第１号イ⑴から⑶までに掲げる職員に、次の

表の左欄に掲げる第１号被保険者の数の区分に応じ、それぞれ同表の右

欄に定める数を加えるものとする。 

第１号被保険者の数がおおむね6,

０００人以上7,０００人未満 

専らその職務に従事する常勤の省令 

第１４０条の６６第１号イ⑴から⑶

までに掲げる者のうちから１人 

第１号被保険者の数がおおむね7,

０００人以上8,０００人未満 

省令第１４０条の６６第１号イ⑴か

ら⑶までに掲げる者のうちから２人

（うち１人は専らその職務に従事す

る常勤の職員とする 。） 

第１号被保険者の数がおおむね8,

０００人以上9,０００人未満 

専らその職務に従事する常勤の省令

第１４０条の６６第１号イ⑴から⑶

までに掲げる者のうちから２人 

第１号被保険者の数がおおむね9,

０００人以上 

省令第１４０条の６６第１号イ⑴か

ら⑶までに掲げる者のうちから３人

（うち２人は専らその職務に従事す

る常勤の職員とする 。） 

  （委任） 

 第６条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

    附 則 
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  この条例は、公布の日から施行する。 

   令和５年９月１日提出 

                   長崎市長  鈴 木 史 朗 

 

    理 由 

  次の理由により、この条例案を提出する。 

１ 本市独自の基準の明確化及び職員の事務の効率化を図るため、地域包

括支援センターの人員及び運営に関する基準に係る条例の規定形式を見

直したい。 

２ 地域包括支援センターの職員の配置に係る基準を見直したい。 

３ その他所要の整備をしたい。 
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第１２３号議案 

   長崎市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに

指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方

法に関する基準等を定める条例 

  長崎市指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定

介護予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準等を定める条例（平成２５年長崎市条例第１２号）の全部を改正する。 

 （趣旨） 

 第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」

という。）第５４条第１項第２号、第１１５条の２第２項第１号、第１

１５条の２の２第１項第１号及び第２号並びに第１１５条の４第１項及

び第２項の規定に基づき、本市における指定介護予防サービス事業者の

指定に係る申請者の要件並びに指定介護予防サービス等の事業の人員、

設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予防のための効

果的な支援の方法に関する基準を定めるものとする。 

  （定義） 

 第２条 この条例における用語の意義は、法及び指定介護予防サービス等

の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護

予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省

令第３５号。以下「省令」という。）の定めるところによる。 

  （申請者の要件） 

 第３条 法第１１５条の２第２項第１号の条例で定める者は、役員が長崎

市暴力団排除条例（平成２４年長崎市条例第５９号）第１２条に規定す

る暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）でない法
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人とする。ただし、病院、診療所若しくは薬局により行われる介護予防

居宅療養管理指導又は病院若しくは診療所により行われる介護予防訪問

看護、介護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーシ

ョン若しくは介護予防短期入所療養介護に係る指定の申請にあっては、

当該法人及び法人でない者であって暴力団員等でないものとする。 

  （指定介護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護

予防サービス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基

準） 

 第４条 次条から第９条までに定めるもののほか、法第５４条第１項第２

号、第１１５条の２の２第１項第１号及び第２号並びに第１１５条の４

第１項及び第２項の規定により条例で定める指定介護予防サービス等の

事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サービス等に係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準は、省令に定める基準（省

令の改正に際し定められた経過措置に規定する基準を含む。）とする。 

 ２ 前項の場合において、省令第１６６条中「第５３条の９第２項」とあ

るのは「第５３条の９」と、「第４節（」とあるのは「第４節（第１３

３条第２項、第１３９条第２項、第１４１条第２項第１号及び」と、「

第５節」とあるのは「第５節（第１４４条第１号から第６号まで、第１

４５条第３項から第５項まで、第１４６条第２項、第１４７条及び第１

５０条を除く 。）」 とする。 

  （暴力団員等の排除） 

 第５条 指定介護予防訪問入浴介護事業所の管理者は、暴力団員等であっ

てはならない。 

 ２ 指定介護予防訪問入浴介護事業所は、長崎市暴力団排除条例第２条第

１号に規定する暴力団又は暴力団員等を利することのないようにしなけ
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ればならない。 

 ３ 前２項の規定は、次に掲げる事業について準用する。 

  ⑴ 基準該当介護予防訪問入浴介護の事業 

⑵ 指定介護予防訪問看護の事業 

  ⑶ 指定介護予防訪問リハビリテーションの事業 

  ⑷ 指定介護予防居宅療養管理指導の事業 

  ⑸ 指定介護予防通所リハビリテーションの事業 

  ⑹ 指定介護予防短期入所生活介護の事業 

  ⑺ ユニット型指定介護予防短期入所生活介護の事業 

  ⑻ 共生型介護予防短期入所生活介護の事業 

  ⑼ 基準該当介護予防短期入所生活介護の事業 

  ⑽ 指定介護予防短期入所療養介護の事業 

  ⑾ ユニット型指定介護予防短期入所療養介護の事業 

  ⑿ 指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業 

  ⒀ 外部サービス利用型指定介護予防特定施設入居者生活介護の事業 

  ⒁ 指定介護予防福祉用具貸与の事業 

  ⒂ 基準該当介護予防福祉用具貸与の事業 

  ⒃ 指定特定介護予防福祉用具販売の事業 

  （地域との交流） 

 第６条 指定介護予防訪問入浴介護事業者は、その事業の運営に当たって

は、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等地域と

の交流を図るよう努めなければならない。 

 ２ 前項の規定は、前条第３項各号（第６号から第１３号までを除く。）

に掲げる事業について準用する。 

  （記録の保存） 
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 第７条 省令第５４条第２項の規定によるほか、指定介護予防訪問入浴介

護事業者は、介護予防サービス費の支払を受けた日から５年間、当該介

護予防サービス費の受給に係る従業者の勤務体制に関する記録及び同項

第１号に掲げる記録を保存しなければならない。 

 ２ 前項の規定は、第５条第３項第１号及び第４号の事業について準用す

る。 

３ 第１項の規定は、第５条第３項第２号の事業について準用する。この

場合において、第１項中「及び同項第１号」とあるのは、「並びに同項

第１号、第２号及び第４号」とする。 

 ４ 第１項の規定は、第５条第３項各号（第３号、第５号から第７号まで 

  及び第９号から第１２号までに限る。）に掲げる事業について準用する。

この場合において、第１項中「及び同項第１号」とあるのは、「並びに 

  同項第１号及び第２号」とする。 

 ５ 第１項の規定は、第５条第３項第８号の事業について準用する。この

場合において、第１項中「同項第１号」とあるのは、「同項第２号」と

する。 

 ６ 第１項の規定は、第５条第３項第１３号の事業について準用する。こ

の場合において、第１項中「及び同項第１号」とあるのは、「並びに同

項第１号及び第７号」とする。 

 ７ 第１項の規定は、第５条第３項第１４号及び第１５号の事業について

準用する。この場合において、第１項中「及び同項第１号」とあるのは、

「並びに同項第１号及び第６号」とする。 

 ８ 第１項の規定は、第５条第３項第１６号の事業について準用する。こ

の場合において、第１項中「及び同項第１号」とあるのは、「並びに同

項第１号及び第５号」とする。 
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  （廊下の基準） 

 第８条 省令第１３２条第７項第１号の規定にかかわらず、定員２９人以

下の指定介護予防短期入所生活介護事業所における廊下の幅は、1.５メ

ートル以上（中廊下にあっては、1.８メートル以上）とすること。ただ

し、廊下の一部の幅を拡張すること等により、利用者、従業者等の円滑

な往来に支障が生じないと認められるときは、これによらないことがで

きる。 

 ２ 前項の規定は、第５条第３項第７号の事業について準用する。 

  （身体的拘束等の報告） 

 第９条 省令第１３６条第２項の場合においては、市長に対し、速やかに

同項に規定する記録に係る内容を報告しなければならない。 

 ２ 前項の規定は、第５条第３項各号（第７号及び第９号から第１３号ま

でに限る。）に掲げる事業について準用する。 

  （委任） 

 第１０条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

    附 則 

  この条例は、公布の日から施行する。 

   令和５年９月１日提出 

                   長崎市長  鈴 木 史 朗 

 

    理 由 

  次の理由により、この条例案を提出する。 

１ 本市独自の基準の明確化及び職員の事務の効率化を図るため、指定介

護予防サービス等の事業の人員、設備及び運営並びに指定介護予防サー
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ビス等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等に係

る条例の規定形式を見直したい。 

２ 指定介護予防訪問看護の基本取扱方針に係る基準等を見直したい。 

３ その他所要の整備をしたい。 
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第１２４号議案 

   長崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運

営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための

効果的な支援の方法に関する基準等を定める条例 

  長崎市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並

びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支

援の方法に関する基準等を定める条例（平成２５年長崎市条例第１３号）

の全部を改正する。 

 （趣旨） 

 第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」

という。）第１１５条の１２第２項第１号並びに第１１５条の１４第１

項及び第２項の規定に基づき、本市における指定地域密着型介護予防サ

ービス事業者の指定に係る申請者の要件並びに指定地域密着型介護予防

サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サ

ービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定め

るものとする。 

  （定義） 

 第２条 この条例における用語の意義は、指定地域密着型介護予防サービ

スの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービス

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準（平成１８年

厚生労働省令第３６号。以下「省令」という。）の定めるところによる。 

  （申請者の要件） 

 第３条 法第１１５条の１２第２項第１号の条例で定める者は、役員が長

崎市暴力団排除条例（平成２４年長崎市条例第５９号）第１２条に規定
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する暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）でない

法人とする。 

  （指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに

指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援

の方法に関する基準） 

 第４条 次条から第８条までに定めるもののほか、法第１１５条の１４第

１項及び第２項の規定により条例で定める指定地域密着型介護予防サー

ビスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービ

スに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、省令に

定める基準（省令の改正に際し定められた経過措置に規定する基準を含

む。）とする。 

 ２ 前項の場合において、省令第５８条の２第１項中「定期的に避難、救

出その他必要な訓練を」とあるのは、「避難訓練、救出訓練その他必要

な訓練を１月に１回」とする。 

  （暴力団員等の排除） 

 第５条 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所の管理者は、暴力団員

等であってはならない。 

 ２ 指定介護予防認知症対応型通所介護事業所は、長崎市暴力団排除条例

第２条第１号に規定する暴力団又は暴力団員等を利することのないよう

にしなければならない。 

 ３ 前２項の規定は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業及び指

定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業について準用する。 

  （記録の保存） 

 第６条 省令第４０条第２項の規定によるほか、指定介護予防認知症対応

型通所介護事業者は、地域密着型介護予防サービス費の支払を受けた日
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から５年間、当該地域密着型介護予防サービス費の受給に係る従業者の

勤務体制に関する記録並びに同項第１号及び第２号に掲げる記録を保存

しなければならない。 

 ２ 前項の規定は、指定介護予防小規模多機能型居宅介護の事業について

準用する。この場合において、同項中「並びに同項第１号及び第２号」

とあるのは、「及び同項第１号から第３号まで」とする。 

 ３ 第１項の規定は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業につ

いて準用する。 

  （消火設備の基準） 

 第７条 省令第４８条第１項に規定する消火設備の基準は、スプリンクラ

ー設備、自動火災報知設備及び消防機関へ通報する火災報知設備を設け

ることとする。 

  （身体的拘束等の報告） 

 第８条 省令第５３条第２項の場合においては、市長に対し、速やかに同

項に規定する記録に係る内容を報告しなければならない。 

 ２ 前項の規定は、指定介護予防認知症対応型共同生活介護の事業につい

て準用する。 

  （委任） 

 第９条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

    附 則 

  この条例は、公布の日から施行する。 

   令和５年９月１日提出 

                   長崎市長  鈴 木 史 朗 
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   理 由 

  本市独自の基準の明確化及び職員の事務の効率化を図るため、指定地域

密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着

型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する

基準等に係る条例の規定形式を見直したいのと、その他所要の整備をした

いので、この条例案を提出する。 
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第１２５号議案 

   長崎市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準

等を定める条例 

  長崎市指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支

援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準等を定める

条例（平成２６年長崎市条例第４８号）の全部を改正する。 

 （趣旨） 

 第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」

という。）第５９条第１項第１号、第１１５条の２２第２項第１号並び

に第１１５条の２４第１項及び第２項の規定に基づき、本市における基

準該当介護予防支援及び指定介護予防支援事業者の指定に係る申請者の

要件並びに指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予

防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定

めるものとする。 

  （定義） 

 第２条 この条例における用語の意義は、指定介護予防支援等の事業の人

員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な

支援の方法に関する基準（平成１８年厚生労働省令第３７号。以下「省

令」という。）の定めるところによる。 

  （申請者の要件） 

 第３条 法第１１５条の２２第２項第１号の条例で定める者は、役員が長

崎市暴力団排除条例（平成２４年長崎市条例第５９号）第１２条に規定

する暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）でない
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法人とする。 

  （指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等

に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準） 

 第４条 次条及び第６条に定めるもののほか、法第５９条第１項第１号並

びに第１１５条の２４第１項及び第２項の規定により条例で定める指定

介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る

介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準は、省令に定める基

準（省令の改正に際し定められた経過措置に規定する基準を含む。）と

する。 

  （暴力団員等の排除） 

 第５条 指定介護予防支援事業所の管理者は、暴力団員等であってはなら

ない。 

 ２ 指定介護予防支援事業者は、長崎市暴力団排除条例第２条第１号に規

定する暴力団又は暴力団員等を利することのないようにしなければなら

ない。 

 ３ 前２項の規定は、基準該当介護予防支援の事業について準用する。

（記録の保存） 

 第６条 省令第２８条第２項の規定によるほか、指定介護予防支援事業者

は、介護予防サービス計画費の支払を受けた日から５年間、当該介護予

防サービス計画費の受給に係る従業者の勤務体制に関する記録並びに同

項第１号及び第２号に掲げる記録を保存しなければならない。 

 ２ 前項の規定は、基準該当介護予防支援の事業について準用する。 

  （委任） 

 第７条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

    附 則 
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  この条例は、公布の日から施行する。 

   令和５年９月１日提出 

                   長崎市長  鈴 木 史 朗 

 

    理 由 

  本市独自の基準の明確化及び職員の事務の効率化を図るため、指定介護

予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予

防のための効果的な支援の方法に関する基準等に係る条例の規定形式を見

直したいのと、その他所要の整備をしたいので、この条例案を提出する。 
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第１２６号議案 

   長崎市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を

定める条例 

  長崎市介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定め

る条例（平成３０年長崎市条例第１号）の全部を改正する。 

 （趣旨） 

 第１条 この条例は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」

という。）第１１１条第１項から第３項までの規定に基づき、本市にお

ける介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準を定める

ものとする。 

  （定義） 

 第２条 この条例における用語の意義は、法及び介護医療院の人員、施設

及び設備並びに運営に関する基準（平成３０年厚生労働省令第５号。以

下「省令」という。）の定めるところによる。 

  （介護医療院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準） 

 第３条 次条から第７条までに定めるもののほか、法第１１１条第１項か

ら第３項までの規定により条例で定める介護医療院の人員、施設及び設

備並びに運営に関する基準は、省令に定める基準（省令第４５条第１項

及び第２項に規定する基準を除き、省令の改正に際し定められた経過措

置に規定する基準を含む。）とする。 

 ２ 前項の場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

省 令 第５ 条 第２ 項第 身 体 ブ ザ ー又 はこ れ に代 
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１ ０ 号  わ る 設備 を設 け ると

と も に、 身体 

省 令 第４ ５ 条第 ３項 前 項 第４ 号及 び 第５

号 

長 崎 市介 護医 療 院の

人 員 、施 設及 び 設備

並 び に運 営に 関 する

基 準 を定 める 条 例（

令 和 ５年 長崎 市 条例

第   号 。以 下 「条

例 」 とい う 。） 第７

条 第 ２項 第２ 号 

省 令 第４ ５ 条第 ４項 前 ３ 項 前 項 及び 条例 第 ７条 

省 令 附則 第 １１ 条 及 び 第４ ５条 第 ２項

第 ５ 号ロ 

の 規 定及 び条 例 第７

条 第 ２項 第２ 号 イ 

  （暴力団員等の排除） 

 第４条 介護医療院の開設者（その者が法人であるときは、その役員）及

び管理者は、長崎市暴力団排除条例（平成２４年長崎市条例第５９号）

第１２条に規定する暴力団員又は暴力団関係者（以下「暴力団員等」と

いう。）であってはならない。 

 ２ 介護医療院は、長崎市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団

又は暴力団員等を利することのないようにしなければならない。 

 ３ 前２項の規定は、ユニット型介護医療院について準用する。 

  （身体的拘束等の報告） 

 第５条 省令第１６条第５項の場合においては、市長に対し、速やかに同

項に規定する記録に係る内容を報告しなければならない。 
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 ２ 前項の規定は、ユニット型介護医療院について準用する。 

  （記録の保存） 

 第６条 省令第４２条第２項の規定によるほか、介護医療院は、施設介護

サービス費の支払を受けた日から５年間、当該施設介護サービス費の受

給に係る従業者の勤務の体制に関する記録並びに同項第１号及び第３号

に掲げる記録を保存しなければならない。 

 ２ 前項の規定は、ユニット型介護医療院について準用する。 

  （施設） 

 第７条 ユニット型介護医療院は、法に定めるもののほか、次に掲げる施

設を有しなければならない。 

⑴ ユニット 

⑵ 浴室 

⑶ サービス・ステーション 

⑷ 調理室 

⑸ 洗濯室又は洗濯場 

⑹ 汚物処理室 

２ 前項各号に掲げる施設の基準は、法に定めるもののほか、次のとおり

とする。 

  ⑴ ユニット 

   ア 共同生活室 

    (ア)  共同生活室は、いずれかのユニットに属するものとし、当該ユ

ニットの入居者が交流し、共同で日常生活を営むための場所とし

てふさわしい形状を有すること。 

    (イ) 一の共同生活室の床面積は、２平方メートルに当該共同生活室

が属するユニットの入居者の定員を乗じて得た面積以上を標準と
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すること。 

    (ウ) 必要な設備及び備品を備えること。 

   イ 洗面設備 

    (ア) 療養室ごと又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

    (イ) 身体の不自由な者が使用するのに適したものとすること。 

   ウ 便所 

    (ア) 療養室ごと又は共同生活室ごとに適当数設けること。 

    (イ) ブザー又はこれに代わる設備を設けるとともに、身体の不自由

な者が利用するのに適したものとすること。 

  ⑵ 浴室 

   ア 身体の不自由な者が入浴するのに適したものとすること。 

   イ 一般浴槽のほか、入浴に介助を必要とする者の入浴に適した特別

浴槽を設けること。 

  （委任） 

 第８条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

    附 則 

  この条例は、公布の日から施行する。 

   令和５年９月１日提出 

                   長崎市長  鈴 木 史 朗 

 

    理 由 

  本市独自の基準の明確化及び職員の事務の効率化を図るため、介護医療

院の人員、施設及び設備並びに運営に関する基準に係る条例の規定形式を

見直したいのと、その他所要の整備をしたいので、この条例案を提出する。 
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第１２７号議案 

   長崎市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例 

  長崎市無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準を定める条例（令和

元年長崎市条例第７９号）の全部を改正する。 

 （趣旨） 

 第１条 この条例は、社会福祉法（昭和２６年法律第４５号。以下「法」

という。）第６８条の５第１項の規定に基づき、本市における無料低額

宿泊所の設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 

  （定義） 

 第２条 この条例における用語の意義は、無料低額宿泊所の設備及び運営

に関する基準（令和元年厚生労働省令第３４号。以下「省令」という。 

  ）の定めるところによる。 

  （無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準） 

 第３条 次条に定めるもののほか、法第６８条の５第１項の規定により条

例で定める無料低額宿泊所の設備及び運営に関する基準は、省令に定め

る基準（省令の改正に際し定められた経過措置に規定する基準を含む。 

）とする。 

 ２ 前項の場合において、省令第６条第３項中「暴力団員による不当な行

為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７号）第２条第６号に規定

する暴力団員又は同号に規定する暴力団員」とあるのは、「長崎市暴力

団排除条例（平成２４年長崎市条例第５９号）第１２条に規定する暴力

団員若しくは暴力団関係者（以下「暴力団員等」という。）又は暴力団

員等」とする。 

  （暴力団員等の排除） 
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 第４条 無料低額宿泊所は、長崎市暴力団排除条例第２条第１号に規定す

る暴力団又は同条例第１２条に規定する暴力団員若しくは暴力団関係者

を利することのないようにしなければならない。 

  （委任） 

 第５条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

    附 則 

  この条例は、公布の日から施行する。 

   令和５年９月１日提出 

                   長崎市長  鈴 木 史 朗 

 

    理 由 

  本市独自の基準の明確化及び職員の事務の効率化を図るため、無料低額

宿泊所の設備及び運営に関する基準に係る条例の規定形式を見直したいの

で、この条例案を提出する。 
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第１２８号議案 

   長崎市保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例 

  長崎市保護施設の設備及び運営に関する基準を定める条例（平成２４年

長崎市条例第５１号）の全部を改正する。 

 （趣旨） 

 第１条 この条例は、生活保護法（昭和２５年法律第１４４号。以下「法 

」という。）第３９条第１項の規定に基づき、本市における保護施設の

設備及び運営に関する基準を定めるものとする。 

（定義） 

第２条 この条例における用語の意義は、法の定めるところによる。 

  （保護施設の設備及び運営に関する基準） 

 第３条 次条から第７条までに定めるもののほか、法第３９条第１項の規

定により条例で定める保護施設の設備及び運営に関する基準は、救護施

設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準

（昭和４１年厚生省令第１８号。以下「省令」という。）に定める基準

（省令第１０条第２項に規定する基準を除き、省令の改正に際し定めら

れた経過措置に規定する基準を含む。）とする。 

 ２ 前項の場合において、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げ

る字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句とする。 

省令第６条の

２第１項 

入所者 利用者 

省令第１０条

第６項第３号 

は、ゆるやかにする を緩やかにする等高齢者

等への配慮を行う 
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省令第１６条

第３項 

採暖 採暖及び熱中症対策 

  （暴力団員等の排除） 

 第４条 保護施設の設置者の役員及び施設長は、長崎市暴力団排除条例（ 

  平成２４年長崎市条例第５９号）第１２条に規定する暴力団員又は暴力

団関係者（以下「暴力団員等」という。）であってはならない。 

 ２ 保護施設は、長崎市暴力団排除条例第２条第１号に規定する暴力団又

は暴力団員等を利することのないようにしなければならない。 

  （基本方針） 

 第５条 保護施設は、利用者の人権に十分配慮するとともに、一人一人の

人格を尊重して、その運営を行わなければならない。 

  （秘密保持等） 

 第６条 保護施設の職員は、正当な理由なく、その業務上知り得た利用者

又はその家族の秘密を漏らしてはならない。 

 ２ 保護施設は、職員であった者が、正当な理由なく、その業務上知り得

た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう必要な措置を講じ

なければならない。 

  （医療保護施設の運営） 

 第７条 医療保護施設は、医療法（昭和２３年法律第２０５号）その他医

療に関する法令に基づき適切に運営しなければならない。 

  （委任） 

 第８条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。 

    附 則 

  この条例は、公布の日から施行する。 

－ 101 －



   令和５年９月１日提出 

                   長崎市長  鈴 木 史 朗 

  

    理 由 

  本市独自の基準の明確化及び職員の事務の効率化を図るため、保護施設

の設備及び運営に関する基準に係る条例の規定形式を見直したいので、こ

の条例案を提出する。 
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第１２９号議案 

災害派遣手当等に関する条例の一部を改正する条例 

災害派遣手当等に関する条例（昭和５７年長崎市条例第３０号）の一部

を次のように改正する。 

第１条中「新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当」を「特定新型イン

フルエンザ等対策派遣手当」に改める。 

第２条第３号中「新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当」を「特定新

型インフルエンザ等対策派遣手当」に、「第４４条」を「第２６条の８」

に、「新型インフルエンザ等緊急事態措置」を「特定新型インフルエンザ

等対策」に改める。 

第３条第１号中「災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び新型イン

フルエンザ等緊急事態派遣手当」を「災害派遣手当等」に改める。 

   附 則 

 この条例は、公布の日から施行し、令和５年９月１日以後に支給する特

定新型インフルエンザ等対策派遣手当について適用する。 

  令和５年９月１日提出 

  長崎市長  鈴 木 史 朗   

  理 由 

新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律

の施行に伴い、関係条文の整理をする必要があるので、この条例案を提出

する。 
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第１３０号議案 

督促手数料の廃止に伴う関係条例の整備に関する条例 

 （長崎市使用料等の延滞金及び督促手数料に関する条例の一部改正） 

第１条 長崎市使用料等の延滞金及び督促手数料に関する条例（昭和３９

年長崎市条例第２３号）の一部を次のように改正する。 

  題名を次のように改める。 

    長崎市使用料等の督促及び延滞金に関する条例 

  第１条中「並びに督促手数料」を削る。 

  第３条を削る。 

第４条第１項中「第２条第１項」を「前条第１項」に改め、同条を第

３条とし、第５条を第４条とする。 

  第６条中「並びにこれに係る督促手数料及び」を「及びこれに係る」

に改め、同条を第５条とする。 

  第７条中「第５条」を「第４条」に改め、同条を第６条とし、第８条

を第７条とする。 

  附則第２項中「第４条第１項」を「第３条第１項」に改める。 

 （長崎市税条例の一部改正） 

第２条 長崎市税条例（昭和２５年長崎市条例第５７号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第２条第２号中「督促手数料、延滞金」を「延滞金」に改める。 

  第１１条の見出しを「（督促）」に改め、同条第２項を削る。 

 （長崎市道路占用料条例の一部改正） 

第３条 長崎市道路占用料条例（昭和３８年長崎市条例第５号）の一部を

次のように改正する。 
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  第７条第４項中「長崎市使用料等の延滞金及び督促手数料に関する条

例」を「長崎市使用料等の督促及び延滞金に関する条例」に改める。 

 （長崎都市計画（長崎国際文化都市建設計画）事業東長崎矢上地区土地

区画整理事業施行条例の一部改正） 

第４条 長崎都市計画（長崎国際文化都市建設計画）事業東長崎矢上地区

土地区画整理事業施行条例（昭和５１年長崎市条例第３９号）の一部を

次のように改正する。 

  第２２条の見出し及び同条第１項中「督促手数料及び」を削り、同条

第４項中「督促手数料及び」を削り、「長崎市使用料等の延滞金及び督

促手数料に関する条例」を「長崎市使用料等の督促及び延滞金に関する

条例」に改める。 

 （長崎市公共下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正） 

第５条 長崎市公共下水道事業受益者負担に関する条例（昭和５２年長崎

市条例第３２号）の一部を次のように改正する。 

  第１０条の見出し及び同条第１項中「督促手数料及び」を削り、同条

第４項中「督促手数料及び」を削り、「長崎市使用料等の延滞金及び督

促手数料に関する条例」を「長崎市使用料等の督促及び延滞金に関する

条例」に改める。 

 （長崎都市計画（長崎国際文化都市建設計画）事業東長崎平間・東地区

土地区画整理事業施行条例の一部改正） 

第６条 長崎都市計画（長崎国際文化都市建設計画）事業東長崎平間・東

地区土地区画整理事業施行条例（平成１２年長崎市条例第３７号）の一

部を次のように改正する。 

  第２８条の見出し及び同条第１項中「督促手数料及び」を削り、同条

第４項中「督促手数料及び」を削り、「長崎市使用料等の延滞金及び督
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促手数料に関する条例」を「長崎市使用料等の督促及び延滞金に関する

条例」に改める。 

 （長崎市集落排水処理施設条例の一部改正） 

第７条 長崎市集落排水処理施設条例（平成１２年長崎市条例第４５号）

の一部を次のように改正する。 

  第２４条の見出し及び同条第１項中「督促手数料及び」を削り、同条

第４項中「督促手数料及び」を削り、「長崎市使用料等の延滞金及び督

促手数料に関する条例」を「長崎市使用料等の督促及び延滞金に関する

条例」に改める。 

 （長崎都市計画（長崎国際文化都市建設計画）事業長崎駅周辺土地区画

整理事業施行条例の一部改正） 

第８条 長崎都市計画（長崎国際文化都市建設計画）事業長崎駅周辺土地

区画整理事業施行条例（平成２１年長崎市条例第５号）の一部を次のよ

うに改正する。 

  第２８条の見出し及び同条第１項中「督促手数料及び」を削り、同条

第４項中「督促手数料及び」を削り、「長崎市使用料等の延滞金及び督

促手数料に関する条例」を「長崎市使用料等の督促及び延滞金に関する

条例」に改める。 

 （長崎市債権管理条例の一部改正） 

第９条 長崎市債権管理条例（令和３年長崎市条例第４３号）の一部を次

のように改正する。 

  第７条第１項中「長崎市使用料等の延滞金及び督促手数料に関する条

例」を「長崎市使用料等の督促及び延滞金に関する条例」に、「第４条

」を「第３条」に改める。 

   附 則 
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 （施行期日） 

１ この条例は、令和６年４月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に第１条の規定による改正前の長崎市使用料等

の延滞金及び督促手数料に関する条例第３条及び第２条の規定による改

正前の長崎市税条例第１１条第２項の規定により発した督促状に係る督

促手数料並びに第４条の規定による改正前の長崎都市計画（長崎国際文

化都市建設計画）事業東長崎矢上地区土地区画整理事業施行条例第２２

条第１項、第５条の規定による改正前の長崎市公共下水道事業受益者負

担に関する条例第１０条第１項、第６条の規定による改正前の長崎都市

計画（長崎国際文化都市建設計画）事業東長崎平間・東地区土地区画整

理事業施行条例第２８条第１項、第７条の規定による改正前の長崎市集

落排水処理施設条例第２４条第１項及び第８条の規定による改正前の長

崎都市計画（長崎国際文化都市建設計画）事業長崎駅周辺土地区画整理

事業施行条例第２８条第１項に規定する督促をした場合の督促手数料に

ついては、なお従前の例による。 

  令和５年９月１日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 督促手数料に係る収納事務の状況等を総合的に勘案し、督促手数料を廃

止したいので、この条例案を提出する。 
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第１３１号議案 

   長崎市手数料条例の一部を改正する条例 

 長崎市手数料条例（平成１２年長崎市条例第６号）の一部を次のように

改正する。 

  別表第１第６５号中「又は第３条の３第１項」を「、第３条の３第１項

又は第３条の４第１項」に改める。 

   附 則 

 この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備

を図るための旅館業法等の一部を改正する法律（令和５年法律第５２号）

の施行の日から施行する。 

  令和５年９月１日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための

旅館業法等の一部を改正する法律の施行に伴い、事業譲渡による旅館業の

営業者の地位の承継に係る手数料の額を定めたいので、この条例案を提出

する。 
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第１３２号議案 

   長崎市旅館業法施行条例の一部を改正する条例 

 長崎市旅館業法施行条例（平成２４年長崎市条例第５３号）の一部を次

のように改正する。 

第２条第３号、第４号及び第９号中「洗い場」を「洗場」に改める。 

第３条第２項第２号中「第１項各号」を「前項各号」に改める。 

第６条中「第５条第３号」を「第５条第１項第４号」に改める。 

   附 則 

 この条例は、生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備

を図るための旅館業法等の一部を改正する法律（令和５年法律第５２号）

の施行の日から施行する。ただし、第２条の改正規定及び第３条の改正規

定は、公布の日から施行する。 

  令和５年９月１日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備を図るための

旅館業法等の一部を改正する法律の施行に伴い、関係条文の整理をする必

要があるのと、その他所要の整備をしたいので、この条例案を提出する。 
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第１３３号議案 

長崎市空家等対策の推進に関する条例及び長崎市老朽危険空家等を

除却した土地に係る納税義務者の固定資産税の減免に関する条例の

一部を改正する条例 

（長崎市空家等対策の推進に関する条例の一部改正）  

第１条 長崎市空家等対策の推進に関する条例（平成２５年長崎市条例第

１６号）の一部を次のように改正する。 

第６条第１項中「第６条第１項」を「第７条第１項」に改め、同条第

３項中「第６条第３項」を「第７条第１２項」に改める。 

（長崎市老朽危険空家等を除却した土地に係る納税義務者の固定資産税

の減免に関する条例の一部改正） 

第２条 長崎市老朽危険空家等を除却した土地に係る納税義務者の固定資

産税の減免に関する条例（令和５年長崎市条例第２号）の一部を次のよ

うに改正する。 

第２条第１号中「第１４条第２項」を「第２２条第２項」に、「同法

第３条」を「同法第５条」に改める。 

   附 則 

 この条例は、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法

律（令和５年法律第５０号）の施行の日から施行する。 

  令和５年９月１日提出 

  長崎市長  鈴 木 史 朗 
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  理 由 

空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴

い、関係条文の整理をする必要があるので、この条例案を提出する。 
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第１３４号議案 

   長崎市火災予防条例の一部を改正する条例 

 長崎市火災予防条例（昭和３７年長崎市条例第６号）の一部を次のよう

に改正する。 

  第１１条第１項第３号の２中「キュービクル式のものにあっては、」を

削る。 

第１１条の２第１項第４号中「雨水等」を「その筐体は雨水等」に改め

る。 

 第１３条第１項を次のように改める。 

 蓄電池設備（蓄電池容量が１０キロワット時以下のもの及び蓄電池容

量が１０キロワット時を超え２０キロワット時以下のものであって蓄電

池設備の出火防止措置及び延焼防止措置に関する基準（令和５年消防庁

告示第７号）第２に定めるものを除く。以下同じ。）は、地震等により

容易に転倒し、亀裂し、又は破損しない構造とすること。この場合にお

いて、開放形鉛蓄電池を用いたものにあっては、その電槽は、耐酸性の

床上又は台上に設けなければならない。 

 第１３条第３項を次のように改める。 

３ 第１項に規定するもののほか、屋外に設ける蓄電池設備（柱上及び道

路上に設ける電気事業者用のもの、蓄電池設備の出火防止措置及び延焼

防止措置に関する基準第３に定めるもの並びに消防長が火災予防上支障

がないと認める構造を有するキュービクル式のものを除く。）にあって 

 は、建築物から３メートル以上の距離を保たなければならない。ただし、 

 不燃材料で造り、又は覆われた外壁で開口部のないものに面するときは、 

 この限りでない。 
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 第１３条第４項中「第２項並びに本条第１項」を「第１１条の２第１項

第４号」に改める。 

 第５２条第１３号中「蓄電池設備」の次に「（蓄電池容量が２０キロワ

ット時以下のものを除く 。）」 を加える。 

別表第３厨房設備の項を次のように改める。 

厨 

房 

設 

備 

気

体

燃

料 

不

燃

以

外 

開放式 組込型こ

んろ・グ

リル付こ

んろ・グ

リドル付

こんろ、

キャビネ

ット型こ

んろ・グ

リル付こ

んろ・グ

リドル付

こんろ 

１４キロワット以

下 

100 

 

15 

(注4) 

15 

 

15 

(注4) 

据置型レ

ンジ 

２１キロワット以

下 

100 

 

15 

(注4) 

15 

 

15 

(注4) 

不

燃 

開放式 組込型こ

んろ・グ

リル付こ

んろ・グ

リドル付

こんろ、

キャビネ

ット型こ

んろ・グ

リル付こ

んろ・グ

リドル付

こんろ 

１４キロワット以

下 

80 0   0 
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    据置型レ

ンジ 

２１キロワット以

下 

80 0  0 

 固

体

燃

料 

不

燃

以

外 

木炭を燃料とする

もの 

炭火焼き

器 

 100 50 50 50 

不

燃 

木炭を燃料とする

もの 

炭火焼き

器 

 80 30  30 

上記に分類されないも

の 

使用温度が

８００度以

上のもの 

  250 200 300 200 

使用温度が

３００度以

上８００度

未満のもの 

  150 100 200 100 

使用温度が

３００度未

満のもの 

  100 50 100 50 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和６年１月１日から施行する。 

 （経過措置） 

２ この条例の施行の際現に設置されている燃料電池発電設備、変電設備、 

 内燃機関を原動力とする発電設備及び改正後の長崎市火災予防条例（以

下「新条例」という。）第１３条第１項に規定する蓄電池設備（附則第

４項に掲げるものを除く。）（以下この項において「燃料電池発電設備 

 等」という。）又は現に設置の工事中である燃料電池発電設備等のうち、 

 新条例第１１条第１項第３号の２（新条例第８条の３第１項及び第３項、 

 第１１条第３項、第１２条第２項及び第３項並びに第１３条第２項及び
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第４項において準用する場合を含む。）の規定に適合しないものについ

ては、同号の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

３ この条例の施行の際現に設置され、又は設置の工事がされている新条

例第１３条第１項に規定する蓄電池設備（次項に掲げるものを除く。）

のうち、新条例第１３条第１項の規定に適合しないものについては、同

項の規定にかかわらず、なお従前の例による。 

４ 新条例第１３条第１項に規定する蓄電池設備に新たに該当することと

なるもののうち、この条例の施行の際現に設置されているもの及びこの

条例の施行の日から起算して２年を経過する日までの間に設置されたも

ので、同条の規定に適合しないものについては、当該規定は、適用しな

い。 

  令和５年９月１日提出 

長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取扱いに

関する条例の制定に関する基準を定める省令の一部改正に伴い、蓄電池設

備の位置、構造及び管理に関する基準等を見直す必要があるので、この条

例案を提出する。 
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第１３５号議案 

   財産の取得について 

 次の財産を取得するものとする。 

 

 名        称  数  量 

事務用ノートパソコン ３３４台 

  令和５年９月１日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 場所にとらわれない多様な働き方を可能とし、庁内における事務の効率

化を図るため、事務用ノートパソコンを購入したいが、この財産の購入に

ついては、その予定価格が2,０００万円以上であるため、議会の議決に付

すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第３条の規定により議会

の議決を要するので、この議案を提出する。
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「参 考」 

   事務用ノートパソコンの概要 

１ Ｏ  Ｓ  Ｗｉｎｄｏｗｓ １０ Ｐｒｏ 

２ Ｃ Ｐ Ｕ  インテル Ｃｏｒｅ ｉ３ 4.５ＧＨｚ 

３ メインメモリ  １６ＧＢ 

４ ス ト レ ー ジ  ＳＳＤ ２５６ＧＢ
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「参 照」 

   議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

 第３条 地方自治法第９６条第１項第８号の規定により議会の議決に付さ

なければならない財産の取得又は処分は、予定価格2,０００万円以上の

不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い（土地については、１件5,

０００平方メートル以上のものに係るものに限る。）又は不動産の信託

の受益権の買入れ若しくは売払いとする。 
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第１３６号議案 

   工事の請負契約の締結について 

 次のとおり工事の請負契約を締結するものとする。 

１ 契約の目的 西浦上小学校改築主体工事の請負 

２ 契約の方法 一般競争入札 

３ 契約の金額 2,１０2,５３3,０８６円 

４ 工 期 議会の議決を得た日から令和７年３月１４日まで 

５ 相 手 方 親和土建・長崎土建・武藤建設特定建設工事共同企業体 

        代表者 長崎市魚の町３番３６号 

            株式会社親和土建 

            代 表 取 締 役  川 島 邦 元 

            長崎市出島町４番２号 

            株式会社長崎土建工業所 

            代表取締役社長  上 山 信 宏 

            長崎市浜口町１４番１０号 

            武藤建設株式会社 

            代 表 取 締 役  武 藤   剛 

令和５年９月１日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 西浦上小学校改築主体工事の請負については、予定価格が１億5,０００
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万円以上であるため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例第２条の規定により議会の議決を要するので、この議案を提

出する。
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「参 考」 

   西浦上小学校改築主体工事の概要 

１ 工事場所 大手１丁目 

２ 工事内容 

 ⑴ 建築物の構造及び種別 鉄筋コンクリート造４階建 

              玄 関   ３ 

              昇 降 口   １ 

              普 通 教 室  ２０ 

              便 所  １９ 

              更 衣 室  １４ 

              資 料 室   ３ 

              図 工 室   １ 

              倉 庫 教 材 室   ５ 

              ホ ー ル   ２ 

              屋 上 プ ー ル   １ 

              （２５メートル、５コース） 

              控 室   ２ 

              ア リ ー ナ   １ 

              防 災 用 具 庫   １ 

              脱 衣 室   ２ 

              家 庭 科 室   １ 

              家 庭 科 準 備 室   １ 

              理 科 室   １ 

              理 科 準 備 室   １ 
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              多 目 的 室   ３ 

              児 童 会 室   １ 

              倉 庫   ３ 

              図 書 室   １ 

              音 楽 室   １ 

              音 楽 準 備 室   １ 

              監 視 室   １ 

              掃 除 用 具 入   ５ 

              機 械 室   ３ 

              配 膳 室   １ 

              教 育 相 談 室   １ 

              放 送 室   ２ 

              用 具 庫   １ 

              ス テ ー ジ   １ 

              オ ー プ ン ス ペ ー ス   １ 

              特 別 支 援 教 室   ５ 

              通 級 指 導 教 室   １ 

              保 健 室   １ 

              洗 面 ・ 脱 衣 室   １ 

              シ ャ ワ ー 室   ４ 

              物 入   ２ 

              校 長 室   １ 

              職 員 室   １ 

              印 刷 室   １ 

              事 務 室   １ 
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              湯 沸 室   １ 

              会 議 室   １ 

              庁 務 員 作 業 室   １ 

              カ ウ ン セ リ ン グ 室   １ 

              育 友 会 室   １ 

              メモリアルコーナー   １ 

 ⑵ 建 築 物 の 面 積 建築面積  3,１１6.９５平方メートル 

              延べ面積  7,８３6.８７平方メートル 

 ⑶ そ の 他  昇降機設備工事  一式 

              外 構 工 事  一式 
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「参 照」 

   議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例 

第２条 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第９６条第１項第５号の 

 規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格１億5, 

 ０００万円以上の工事又は製造の請負とする。 
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第１３７号議案 

   工事の請負契約の締結について 

 次のとおり工事の請負契約を締結するものとする。 

１ 契約の目的 西浦上小学校改築管工事の請負 

２ 契約の方法 一般競争入札 

３ 契約の金額 ２５3,０３3,０００円 

４ 工 期 議会の議決を得た日から令和７年３月１４日まで 

５ 相 手 方 長崎市西山２丁目１１番１号 

        株式会社ＫＩＹＯ 

        代表取締役  本 田 一 馬 

  令和５年９月１日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 西浦上小学校改築管工事の請負については、予定価格が１億5,０００万

円以上であるため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に

関する条例第２条の規定により議会の議決を要するので、この議案を提出

する。 

 

－ 125 －



「参 考」 

   西浦上小学校改築管工事の概要  

１ 工事場所 大手１丁目 

２ 工事内容 衛生器具設備  一式 

給 水 設 備  一式 

排 水 設 備  一式 

給 湯 設 備  一式 

消 火 設 備  一式 

ガ ス 設 備  一式 

濾 過 設 備  一式 

雨水利用設備  一式 

空気調和設備  一式 

換 気 設 備  一式 
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第１３８号議案 

   工事の請負契約の締結について 

 次のとおり工事の請負契約を締結するものとする。 

１ 契約の目的 西浦上小学校改築電気工事の請負 

２ 契約の方法 一般競争入札 

３ 契約の金額 １９5,６１0,８００円 

４ 工 期 議会の議決を得た日から令和７年３月１４日まで 

５ 相 手 方 長崎市大浦町９番５号 

        株式会社東光電気 

        代表取締役  馬 場 克 也 

  令和５年９月１日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗   

   理 由 

 西浦上小学校改築電気工事の請負については、予定価格が１億5,０００

万円以上であるため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分

に関する条例第２条の規定により議会の議決を要するので、この議案を提

出する。 
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「参 考」 

   西浦上小学校改築電気工事の概要  

１ 工事場所 大手１丁目 

２ 工事内容 電 灯 設 備  一式 

動 力 設 備  一式 

構内情報通信網設備  一式 

構 内 交 換 設 備  一式 

情 報 表 示 設 備  一式 

映 像 ・ 音 響 設 備  一式 

拡 声 設 備  一式 

誘 導 支 援 設 備  一式 

テレビ共同受信設備  一式 

監 視 カ メ ラ 設 備  一式 

火 災 報 知 設 備  一式 

構 内 配 電 線 路  一式 

構 内 通 信 線 路  一式 

受 変 電 設 備  一式 
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第１３９号議案 

   工事の請負契約の一部変更について 

令和５年３月１５日に議会の議決を得て締結した長崎駅周辺土地区画整

理事業高架広場撤去工事の請負契約の一部を次のとおり変更するものとす

る。 

３ 契約の金額 ４３4,７２9,９００円 

４ 工   期 議会の議決を得た日から令和６年１０月１１日まで 

  令和５年９月１日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗 

理 由 

長崎駅周辺土地区画整理事業高架広場撤去工事の請負契約については、

桁等の塗膜にポリ塩化ビフェニルが含まれていることが判明したため、当

該塗膜を除去する必要が生じたこと等により工事の設計を変更したことに

伴い、契約の金額及び工期を変更する必要があるので、この議案を提出す

る。 
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「参 考」 

                    （令和５年３月１５日議決） 

   工事の請負契約の締結について 

 次のとおり工事の請負契約を締結するものとする。 

１ 契約の目的 長崎駅周辺土地区画整理事業高架広場撤去工事の請負 

２ 契約の方法 一般競争入札 

３ 契約の金額 ３２5,１８1,９３１円 

４ 工   期 議会の議決を得た日から令和６年９月６日まで 

５ 相 手 方 長興・加藤特定建設工事共同企業体 

        代表者 長崎市三原１丁目５番４３－８０９号 

            長興産業株式会社 

            代表取締役  村 山 和 紀 

            長崎市竹の久保町２０番９号 

            加藤産業株式会社 

            代表取締役  加 藤 博 文 
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第１４０号議案 

 （仮称）長崎市中部学校給食センター整備運営事業に係る契約の締

結について 

 次のとおり契約を締結するものとする。 

１ 契約の目的 （仮称）長崎市中部学校給食センター整備運営事業の実 

        施 

２ 契約の方法 随意契約 

３ 契約の金額 １3,９９2,４４2,６７４円（金利変更、物価変動及び食

数変動により改定された場合は、改定後の額） 

４ 契約の期間 議会の議決を得た日から令和２３年７月３１日まで 

５ 相 手 方 長崎市岡町９番１号 

        株式会社長崎中部学校給食サービス 

        代表取締役  嶋 田 達 哉 

  令和５年９月１日提出 

                  長崎市長  鈴 木 史 朗 

   理 由 

 （仮称）長崎市中部学校給食センター整備運営事業については、当該施

設の買入れに係る予定価格が１億5,０００万円以上であるため、民間資金

等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律第１２条の規定に

より議会の議決を経る必要があるので、この議案を提出する。 
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「参 考」 

（仮称）長崎市中部学校給食センター整備運営事業の概要 

１ 事業の場所 川平町 

２ 事 業 内 容 設 計 業 務 

        建設・工事監理業務 

        開 業 準 備 業 務 

        維 持 管 理 業 務  

        運 営 業 務  
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「参 照」 

   民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律 

第１２条 地方公共団体は、事業契約でその種類及び金額について政令で 

定める基準に該当するものを締結する場合には、あらかじめ、議会の議 

決を経なければならない。 

 

   民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律施

行令 

 

第３条 法第１２条に規定する政令で定める基準は、事業契約の種類につ

いては、次の表の上欄に定めるものとし、その金額については、その予

定価格の金額（借入れにあっては、予定賃借料の総額）が同表下欄に定

める金額を下らないこととする。 

法第２条第５項に規定する選定事業者

が建設する同条第１項に規定する公共

施設等（地方公共団体の経営する企業

で地方公営企業法（昭和２７年法律第

２９２号）第４０条第１項の規定の適

用があるものの業務に関するものを除

く。）の買入れ又は借入れ 

千円 

都道府県 ５０0,０００ 

〔略〕 

市（指定都市を除く。） 

１５0,０００ 

〔略〕 
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